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担
保
保
存
義
務
に
関
す
る
一
考
察
 
 

－
1
－
 
判
例
・
学
説
の
推
移
 
（
一
〇
）
 
 

1
間
接
義
務
概
念
の
導
入
・
制
度
の
位
置
付
け
の
対
立
∴
民
法
第
三
九
二
条
と
の
交
錯
・
特
約
論
の
登
場
・
そ
の
他
 
 
 

㈲
 
「
間
接
義
務
」
概
念
の
導
入
 
－
 
ド
イ
ツ
法
の
注
入
 
 
 

（
以
上
本
誌
五
大
巻
三
・
国
号
）
 
 
 

畑
 
制
度
の
位
置
付
け
の
相
違
 
－
 
柚
木
説
と
西
村
説
を
中
心
に
 
 

刷
 
民
法
第
三
九
二
条
二
項
と
の
制
度
的
交
錯
 
－
 
複
雑
化
の
新
た
な
要
因
 
 
 

㈱
 
担
保
保
存
義
務
の
免
除
特
約
論
 
 
 

㈲
 
そ
の
他
の
問
題
点
 
 
 

（
以
上
本
誌
五
七
巻
一
号
一
 
 

㈲
 
小
括
 
－
 
判
例
・
学
説
の
大
枠
形
成
 
 

四
 
後
期
の
判
例
・
学
説
－
－
企
業
法
務
の
展
開
、
判
例
・
学
説
に
よ
る
別
便
の
微
調
整
 
 
 

（
以
上
本
誌
五
七
巻
二
号
）
 
 
 

㈲
 
特
約
論
の
重
点
化
－
－
－
議
論
の
座
標
軸
の
変
換
 
 

価
 
要
件
の
「
不
確
定
要
因
」
 
－
 
判
例
・
学
説
・
金
融
実
務
家
の
主
張
か
ら
の
抽
出
 
 
 

㈱
 
議
論
の
擦
れ
違
い
と
そ
の
背
景
 
－
 
法
的
思
考
の
視
点
か
ら
 
 
（
以
上
本
誌
五
七
巻
二
号
」
 
 

五
 
最
近
の
判
例
・
学
説
の
動
向
と
そ
の
到
達
点
 
 
 

山
 
免
除
特
約
の
「
援
用
制
限
」
判
決
の
出
現
 
－
 
昭
和
五
〇
年
代
の
高
裁
判
決
 
 
 

勃
 
免
除
特
約
の
 
「
空
洞
化
」
 
の
叫
び
－
－
－
金
融
実
務
の
反
応
、
新
た
な
学
説
 
 

一
 
は
じ
め
に
 
一
 
間
題
設
定
 
 

一
初
期
の
判
例
∴
字
説
 
－
 
動
揺
期
 
 

二
 
中
期
 
（
大
正
・
昭
和
初
期
）
 
の
判
例
・
学
説
 
 

刷
 
且
聖
口
同
裁
平
成
二
年
判
決
の
登
場
－
－
－
重
過
失
要
件
の
追
加
 
 

（
以
上
本
誌
五
七
巻
四
号
）
 
 

（
以
上
本
誌
五
六
巻
二
号
）
 
 

明
 
 

博
 
 

六
一
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㈱
 
民
法
三
九
二
条
二
項
と
の
枠
組
み
の
「
父
錯
」
 
 
 

舟
 
判
例
■
学
説
の
推
移
 
 
 

甘
 
最
高
裁
平
成
四
年
判
決
の
再
検
討
 
 

刷
 
元
本
確
定
「
前
」
 
の
根
抵
当
権
者
の
担
保
保
存
義
務
 
 
 

十
ノ
 
問
題
設
定
 
 

甘
 
懸
念
さ
れ
た
問
題
の
現
実
化
 
－
 
解
除
ケ
ー
ス
の
出
現
 
 
 

朝
 
最
高
裁
平
成
七
年
判
決
の
登
場
 
 
 

付
せ
 
最
高
裁
平
成
七
年
判
決
の
再
検
討
 
－
 
判
例
法
理
の
到
達
点
と
残
さ
れ
た
課
題
 
 

（
以
上
本
誌
五
八
巻
一
号
）
 
 

㈲
 
免
責
効
果
の
性
皆
∵
－
1
判
例
・
学
説
の
到
達
点
と
そ
の
再
検
討
 
 
 

㈲
 
最
高
裁
平
成
三
年
刊
決
の
分
析
 
 

け
 
学
説
・
裁
判
例
 
 
 

い
 
学
 
説
 
 
 

仙
 
裁
判
例
 
－
 
福
岡
地
裁
平
成
一
五
年
判
決
 
 
 

備
 
考
 
察
 
 

③
 
∴
且
法
過
程
に
お
け
る
議
論
 
－
 
民
法
三
九
八
条
ノ
七
を
中
心
に
 
 
 

川
 
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
 
 
 

小
 
安
綱
試
案
「
解
説
」
 
 
 

価
 
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
に
対
す
る
各
界
の
意
見
 
 

榊
 
根
抵
当
権
の
絶
対
的
な
譲
渡
 
－
 
金
融
政
策
的
見
地
の
優
先
 
 

㈲
 
l
埴
伴
性
の
否
定
 
－
 
法
律
関
係
の
複
雑
化
、
準
共
有
の
不
明
確
さ
か
ら
 
 

国
 
保
証
人
保
護
の
代
替
策
 
－
 
確
定
中
人
権
、
一
部
代
位
の
調
整
規
定
 
 
 

㈲
 
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
お
よ
び
新
根
抵
当
法
 
 

回
 
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
 
－
 
変
更
点
を
中
心
に
 
 
 

②
 
免
責
効
果
の
再
検
討
 
－
 
担
保
保
存
義
務
制
度
の
趣
旨
 
 

原
理
部
分
か
ら
 
 
 

（
以
上
本
誌
五
八
巻
一
一
口
ケ
〕
 
 
 

（
以
上
本
誌
五
八
巻
一
二
号
）
 
 

lヽ  
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六
 
む
す
び
 
 
 

㈲
 
新
棟
抵
当
法
と
そ
の
解
説
 
 

④
 
新
根
抵
当
法
成
立
後
の
議
論
 
－
 
学
説
・
実
務
家
の
主
張
 
 
 

〓
 
根
抵
当
と
担
保
保
存
義
務
免
除
特
約
 
 
 

㈲
 
随
伴
性
の
否
定
の
問
題
点
 
－
 
リ
ス
ク
の
し
わ
寄
せ
、
保
証
人
の
求
償
権
 
 

両
 
立
法
者
の
担
保
保
存
義
務
へ
の
不
関
与
の
態
度
 
 

㈲
 
保
証
人
の
求
償
権
確
保
の
空
洞
化
 
 

回
 
確
定
を
「
条
件
」
と
し
た
代
位
期
待
 
－
 
取
引
の
終
了
段
階
 
 

⑤
 
本
間
題
の
再
検
討
 
 
 

川
 
問
題
点
㈲
の
再
検
討
 
－
 
随
伴
性
否
定
の
貫
徹
、
政
策
的
判
断
 
 
 

晶
 
問
題
占
…
②
の
再
検
討
 
 
 

回
 
保
証
人
の
求
償
権
確
保
手
段
の
事
実
L
の
剥
奪
 
－
 
立
法
者
の
担
保
保
存
義
務
へ
の
不
関
与
の
態
度
 
 
 

㈲
 
担
保
保
存
義
務
が
問
題
と
な
る
類
型
千
－
－
取
引
の
終
了
段
階
、
債
権
者
の
履
行
強
制
、
求
償
権
確
保
へ
の
協
力
拒
否
 
 

回
 
確
定
事
由
の
改
正
 
－
 
確
定
事
由
た
る
「
取
引
ノ
終
了
」
 
の
削
除
（
平
一
五
改
正
）
 
 

仙
 
保
証
人
を
保
護
す
べ
き
場
合
は
な
い
か
 
ー
 
確
定
中
人
権
、
債
権
者
の
害
意
、
信
義
則
上
の
協
力
義
務
違
反
、
合
理
 
 

的
理
由
の
な
い
根
抵
当
権
の
放
棄
等
 
 

仰
 
保
証
人
保
護
策
の
模
索
①
 
－
 
伝
統
的
学
説
・
判
例
の
枠
組
か
ら
、
確
定
中
人
権
 
 

回
 
保
証
人
保
護
策
の
模
索
②
 
－
 
債
権
者
の
信
義
則
上
の
協
力
義
務
の
視
点
か
ら
 
 

い
 
保
証
人
の
解
約
権
1
最
近
の
学
説
 
 
 

㈲
 
本
間
題
の
再
検
討
 
－
 
福
岡
地
裁
平
成
一
五
年
判
決
を
題
材
に
 
 

本
判
決
の
推
論
 
 
 

原
理
部
分
か
ら
の
再
検
討
 
－
 
本
事
案
を
手
掛
か
り
に
 
 

川
 
本
件
の
当
事
者
 
－
 
信
用
保
証
協
会
で
な
い
事
案
 
 

回
 
本
件
の
弁
済
 
－
 
債
務
残
額
の
弁
済
事
案
 
 

い
 
本
件
に
お
け
る
保
証
人
救
済
策
の
模
索
 
 
 

実
務
的
視
点
か
ら
の
再
検
討
 
－
 
登
録
免
許
税
と
の
関
係
 
 

（
以
上
本
号
）
 
 
 

六
三
 
 



同 法（584）492  

本
の
確
定
前
に
債
務
者
の
た
め
に
又
は
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
し
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。
」
 
（
傍
線
・
筆
者
）
と
規
定
す
る
。
普
通
 
 

抵
当
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
た
め
に
弁
済
し
た
者
は
債
権
者
に
代
位
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
山
九
九
条
－
民
法
五
〇
一
条
）
。
こ
れ
 
 

に
対
し
て
、
根
抵
当
に
お
い
て
は
、
保
証
人
等
が
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
し
て
も
、
根
抵
当
権
に
代
位
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
 
 

債
権
に
つ
い
て
根
抵
当
権
を
行
使
で
き
な
い
 
（
↓
「
随
伴
性
」
の
否
定
）
。
同
項
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
解
釈
す
る
と
、
担
保
保
存
義
務
が
問
 
 

題
と
な
る
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
根
抵
当
権
の
随
伴
性
を
否
定
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
 
［
問
題
点
①
］
。
 
 
 

次
に
、
元
本
の
確
定
前
で
あ
れ
ば
常
に
、
根
抵
当
権
の
行
使
に
対
す
る
期
待
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
言
い
切
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 

刑
 
元
本
確
定
「
前
」
 
の
根
抵
当
権
者
の
担
保
保
存
義
務
 
 
 

①
 
問
題
設
定
 
 
 

根
抵
当
権
は
、
継
続
的
取
引
か
ら
生
ず
る
債
務
を
極
度
額
ま
で
担
保
す
る
抵
当
権
で
、
被
担
保
債
権
が
特
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
 
 

特
色
が
あ
る
。
民
法
三
九
八
条
ノ
二
第
一
項
に
お
い
て
、
「
抵
当
権
は
、
設
定
行
為
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
定
の
範
囲
に
属
す
る
 
 

不
特
定
の
債
権
を
極
度
額
の
限
度
に
お
い
て
担
保
す
る
た
め
に
も
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
根
抵
当
権
は
、
 
 

実
務
で
は
中
小
企
業
を
中
心
と
し
て
重
要
な
機
能
を
有
す
る
。
根
抵
当
権
は
か
な
り
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
民
法
典
に
明
文
 
 

規
定
が
置
か
れ
た
の
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
 
（
昭
和
四
」
ハ
年
法
＝
民
法
三
九
八
条
ノ
二
～
民
法
三
九
八
条
ノ
二
二
）
。
 
 
 

根
抵
当
規
定
の
中
に
は
、
担
保
保
存
義
務
と
関
係
す
る
規
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
法
三
九
八
条
ノ
七
第
一
項
で
あ
る
。
同
項
は
、
 
 

「
元
本
の
確
定
前
に
根
抵
当
権
者
か
ら
債
権
を
取
得
し
た
者
は
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
根
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
元
 
 

元
本
確
定
前
に
担
保
保
存
義
務
が
問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
債
権
回
収
の
最
終
段
階
で
あ
る
。
元
本
の
確
定
前
に
、
保
証
人
 
 
 

五
 
最
近
の
判
例
・
学
説
の
動
向
と
そ
の
到
達
点
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も
あ
る
が
、
新
し
い
根
抵
当
権
の
性
質
上
こ
れ
を
否
定
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
代
位
弁
済
者
の
利
益
を
否
定
し
て
よ
い
か
と
い
 
 

う
問
題
は
、
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
古
い
体
系
書
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
第
三
者
と
し
て
債
務
者
の
た
め
に
弁
済
し
た
者
や
保
証
人
と
し
 
 

六
五
 
 
 

弁
済
が
あ
る
と
、
債
権
者
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
代
位
弁
済
者
の
利
益
を
否
定
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
 
 

抵
当
権
法
（
昭
和
四
六
年
法
）
が
規
定
す
る
根
抵
当
権
の
独
立
的
な
性
質
に
は
な
じ
ま
な
い
。
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
代
位
 
 

と
を
認
め
る
と
法
律
関
係
が
複
雑
に
な
り
す
ぎ
る
か
ら
 
 

等
が
自
ら
希
望
し
て
弁
済
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
多
く
の
場
合
は
、
債
権
者
か
ら
弁
済
を
強
く
迫
ら
れ
た
た
め
、
保
証
人
が
や
む
な
く
 
 

弁
済
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
債
権
者
が
保
証
人
等
に
弁
済
を
強
く
迫
る
の
は
、
債
権
回
収
の
最
終
段
階
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
 
 

お
い
て
弁
済
さ
せ
ら
れ
た
保
証
人
等
に
は
、
代
位
の
期
待
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
債
権
の
弁
済
を
保
証
人
に
迫
っ
て
お
き
な
が
ら
、
 
 

債
権
者
が
合
理
的
理
由
も
な
し
に
担
保
を
放
棄
し
た
り
す
れ
ば
、
担
保
保
存
義
務
が
問
題
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
［
問
題
 
 

点
②
］
。
 
 
 

そ
こ
で
以
下
で
は
、
右
の
問
題
点
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

②
 
学
説
・
裁
判
例
 
 

川
 
学
 
説
 
 
 

元
本
確
定
前
に
根
抵
当
権
者
か
ら
個
々
の
被
担
保
債
権
の
譲
渡
を
受
け
た
者
は
、
根
抵
当
権
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三
者
が
 
 

弁
済
し
債
権
者
に
代
位
す
る
と
き
も
、
根
抵
当
権
を
行
使
で
き
な
い
 
（
民
法
三
九
人
条
ノ
七
第
一
項
）
。
も
し
根
抵
当
権
が
随
伴
す
る
こ
 
 
 

が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
の
中
に
根
抵
当
権
者
以
外
の
者
が
有
す
る
債
権
が
混
じ
る
こ
と
は
、
新
し
い
根
 
 

よ
う
な
「
複
雑
な
問
題
」
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

二
ソ
ニ
 
 
 

複
雑
さ
の
内
実
に
つ
い
て
、
最
近
の
体
系
書
は
言
及
し
な
い
方
向
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
古
い
注
釈
書
に
は
手
掛
か
り
と
な
る
説
明
 
 

で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
根
抵
当
権
が
随
伴
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
ど
の
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こ
と
も
可
能
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
制
度
の
利
用
を
期
待
し
て
、
例
外
的
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
に
し
た
と
さ
れ
る
。
 
 

㈲
 
裁
判
例
 
－
 
福
岡
地
裁
平
成
一
五
年
判
決
 
 
 

元
本
確
定
前
の
根
抵
当
権
者
の
担
保
保
存
義
務
の
有
無
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
福
岡
地
裁
平
成
一
五
年
判
決
へ
［
闇
］
福
岡
地
利
 
 

平
t
五
二
l
一
・
～
八
金
商
一
一
七
〇
・
二
七
）
 
が
あ
る
。
［
‖
8
］
 
判
決
に
よ
る
と
、
「
民
法
は
、
二
疋
の
範
囲
に
属
す
る
不
特
定
の
債
権
を
 
 

極
度
額
の
限
度
に
お
い
て
担
保
す
る
根
抵
当
権
に
お
い
て
は
、
元
本
の
確
定
前
に
、
債
務
者
の
た
め
に
、
又
は
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
 
 

清
を
し
た
者
が
そ
の
債
権
に
つ
い
て
根
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
そ
の
随
伴
性
を
否
定
し
て
い
る
（
同
法
三
九
八
条
ノ
七
）
。
 
 

以
上
に
よ
れ
ば
、
元
本
確
定
前
の
根
抵
当
権
は
、
法
定
代
位
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
担
保
権
設
定
者
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
 
 

代
位
す
べ
き
者
が
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
の
根
抵
当
権
の
行
使
に
対
す
る
期
待
を
保
護
 
 

す
る
必
要
は
な
く
、
根
抵
当
権
者
は
こ
の
時
点
で
担
保
保
存
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
 
 

の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
担
保
権
設
定
者
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
は
、
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
 
 

債
務
者
か
ら
担
保
権
の
設
定
を
受
け
、
又
は
弁
清
等
に
際
し
て
根
抵
当
権
者
か
ら
根
抵
当
権
の
全
部
又
は
一
部
譲
渡
（
民
法
三
九
八
条
ノ
 
 

ー
二
・
同
条
ノ
一
三
）
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
担
保
権
設
定
者
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
を
害
す
 
 

る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
す
る
。
 
 
 

㈲
 
考
 
察
 
 
 

伝
統
的
学
説
は
、
元
本
確
定
前
に
弁
済
し
た
「
保
証
人
」
に
つ
い
て
は
、
「
例
外
」
的
に
代
位
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
説
も
あ
り
う
 
 
 

こ
れ
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
説
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
保
証
人
が
債
務
者
と
継
続
的
な
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
㈱
変
動
す
る
不
特
 
 

定
の
求
償
権
の
た
め
に
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
㈲
特
定
の
求
償
権
の
た
め
に
根
抵
当
権
の
川
部
譲
渡
を
受
け
る
 
 

〇
一
条
）
、
根
抵
当
権
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
否
定
し
た
 
（
民
法
三
九
八
条
ノ
七
第
一
項
）
。
も
っ
と
も
、
保
証
人
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
 
 

六
大
 
 
 

て
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
し
た
者
は
、
債
権
者
に
代
位
し
て
根
抵
当
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
が
（
民
法
囲
九
九
条
－
民
法
五
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確
定
後
の
将
来
の
代
位
の
期
待
を
侵
害
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
、
 
 

法
定
代
位
の
よ
う
に
法
律
上
当
然
に
効
果
が
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
求
償
権
の
た
め
に
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
に
は
、
根
抵
当
権
 
 

設
走
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
に
は
、
根
抵
当
権
設
走
者
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
（
民
三
九
人
条
ノ
一
三
）
。
 
 

保
証
人
の
求
償
権
の
確
保
は
、
保
証
人
が
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
保
証
人
の
求
償
権
を
確
実
に
す
る
必
 
 

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
 
 
 

最
近
の
学
説
の
一
部
に
は
、
抵
当
権
の
放
棄
が
あ
っ
た
時
に
直
ち
に
免
責
の
効
果
が
生
じ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
元
本
 
 
 

求
償
権
は
、
他
の
者
が
弁
済
し
た
場
合
と
異
な
る
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 
 

債
権
の
確
保
の
た
め
の
代
替
制
度
（
先
述
〓
㈲
㈲
の
制
度
）
 
 

約
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
。
 
 
 

民
法
三
九
人
条
ノ
七
第
一
項
に
よ
る
と
、
保
証
人
等
が
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
し
て
も
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
根
抵
当
権
を
行
使
 
 

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
根
抵
当
権
の
「
随
伴
性
」
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
保
証
人
等
の
求
償
権
確
保
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
根
 
 

抵
当
権
の
随
伴
性
を
否
定
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
た
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
［
問
題
点
①
］
。
 
 
 

そ
こ
で
次
に
、
民
法
三
九
人
条
ノ
七
を
中
心
に
、
根
抵
当
権
法
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
（
後
述
空
。
 
 

（
l
）
 
内
田
貴
・
民
法
Ⅲ
（
第
三
版
）
四
七
九
－
四
人
〇
頁
〔
平
一
七
）
、
道
垣
内
弘
人
・
担
保
物
権
法
（
琴
一
飯
）
二
三
九
頁
（
平
一
d
）
。
 
 

（
2
）
 
内
田
・
前
掲
書
注
（
1
）
四
七
九
－
由
八
〇
頁
、
道
垣
内
・
前
掲
書
注
（
1
）
二
三
九
頁
、
高
木
多
善
男
∵
担
保
物
権
法
∴
．
九
六
、
二
七
一
括
（
第
凶
 
 

版
・
平
一
七
）
、
高
橋
眞
・
担
保
物
権
法
二
五
〇
頁
（
平
一
九
〕
、
近
江
幸
治
∴
民
法
講
義
Ⅲ
二
三
八
－
二
三
九
頁
芯
⊥
六
）
、
棍
悌
次
・
担
保
物
 
 

権
法
二
八
〇
頁
（
昭
五
六
）
、
川
井
健
■
担
保
物
権
抹
二
六
二
頁
（
昭
五
〇
）
。
 
 

六
七
 
 
 

る
と
す
る
（
先
述
い
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
保
証
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
求
償
権
の
代
位
に
よ
る
確
保
の
必
要
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
こ
 
 

と
が
窺
え
る
C
根
抵
当
規
定
は
、
保
証
人
も
確
定
前
の
根
抵
当
権
に
は
代
位
で
き
な
い
と
さ
れ
た
が
（
民
三
九
人
条
ノ
七
竺
項
）
、
剰
 
 
 

の
利
用
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
元
本
の
確
定
「
前
」
に
弁
済
し
た
保
証
人
の
 
 
 

保
証
人
の
極
度
額
で
の
免
責
を
認
め
、
保
証
人
に
同
時
に
解
 
 

そ
れ
ら
の
代
替
制
度
は
、
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様
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
証
人
が
弁
済
に
よ
り
代
位
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
」
 
（
傍
線
 
 

T
l
〕
 
 

筆
者
）
 
と
規
定
す
る
。
 
 
 

要
項
試
案
は
、
保
証
人
の
場
合
に
は
例
外
を
設
け
て
い
る
。
従
来
の
根
抵
当
権
に
お
い
て
は
、
保
証
人
が
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
 
 

し
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
の
債
権
に
対
す
る
随
伴
性
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
た
め
に
根
抵
当
権
の
一
部
移
転
が
生
ず
る
も
の
と
解
す
 
 

る
説
が
有
力
で
あ
り
、
登
記
実
務
も
こ
の
よ
う
な
見
解
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
 
（
1
後
述
㈲
）
。
要
綱
試
案
は
従
来
の
学
 
 

説
・
実
務
慣
行
を
考
慮
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
保
証
人
の
場
合
に
は
例
外
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
 
 

の
趣
旨
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
見
ら
れ
る
。
 
 

（
1
）
 
「
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
 
－
 
昭
和
四
三
年
四
月
五
日
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
試
案
」
金
法
五
〇
六
号
九
頁
 
（
昭
四
三
）
。
 
 
 

⑨
 
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
 
－
 
民
法
三
九
八
粂
ノ
七
を
中
心
に
 
 

川
 
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
 
 
 

法
制
審
議
会
民
法
部
会
財
産
法
小
委
員
会
（
委
員
長
・
我
妻
栄
氏
）
に
お
い
て
、
昭
利
四
〇
年
九
月
以
来
根
抵
当
立
法
に
つ
い
て
審
議
 
 

が
続
け
ら
れ
、
同
小
委
員
会
で
の
審
議
の
経
過
等
を
参
考
と
し
て
、
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
が
作
成
・
公
表
さ
れ
た
。
同
要
綱
試
案
・
 
 

第
五
 
（
各
個
の
債
権
の
処
分
等
）
一
項
は
、
「
根
抵
当
権
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
債
権
が
確
定
前
に
お
い
て
第
三
者
に
移
転
し
た
と
き
は
、
 
 

そ
の
債
権
は
、
根
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
確
定
前
に
お
い
て
弁
済
に
よ
る
代
位
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
 
 

六
八
 
 
 

（
3
）
 
我
妻
栄
・
有
泉
亨
著
 
（
清
水
誠
・
補
訂
）
 
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
担
保
物
権
法
 
（
第
三
版
・
乎
一
六
）
 
二
二
二
－
二
二
五
頁
 
（
初
版
・
昭
二
五
）
。
 
 

（
4
）
 
我
妻
栄
・
新
訂
担
保
物
権
法
五
〇
一
頁
（
昭
四
二
∴
柚
木
馨
二
崗
木
多
善
男
・
担
保
物
権
法
（
第
三
版
・
昭
五
七
）
 
四
囲
七
頁
（
初
版
一
昭
三
 
 

ニ
。
 
 

（
5
）
 
平
野
裕
之
・
債
権
総
論
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
シ
リ
ー
ズ
）
 
四
五
〇
－
四
五
山
頁
（
平
叫
七
）
。
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「
物
上
保
証
人
や
連
帯
債
務
者
に
つ
い
て
も
保
証
人
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
範
 
 

り
ん
」
 
 

開
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
」
と
さ
れ
る
 
（
番
号
・
傍
線
筆
者
）
。
 
 
 

要
項
試
案
は
、
保
証
人
に
つ
い
て
、
前
記
①
か
ら
④
の
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
外
を
認
め
て
い
る
。
保
証
人
と
原
根
 
 

抵
当
権
者
と
の
根
抵
当
権
の
準
共
有
を
認
め
る
。
法
律
関
係
の
簡
明
さ
は
後
退
す
る
が
、
保
証
人
の
求
償
権
確
保
を
考
慮
し
て
い
る
。
 
 

さ
ら
に
、
物
上
保
証
人
や
連
帯
債
務
者
に
つ
い
て
も
例
外
を
認
め
る
こ
と
も
提
案
し
て
い
る
。
 
 

T
）
 
貞
家
克
己
「
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
に
つ
い
て
」
金
法
五
〇
七
号
」
ヘ
ー
七
頁
（
昭
四
三
て
 
 

．
1
）
 
す
る
こ
と
は
避
け
、
取
引
界
の
実
情
に
応
じ
、
当
事
者
間
の
特
約
等
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
方
針
を
と
る
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
 
 

当
権
の
一
部
移
転
が
生
ず
る
も
の
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
 
 

き
は
②
保
証
人
に
酷
な
結
果
と
な
る
の
で
、
 
 

に
該
当
し
、
保
証
人
は
、
原
板
抵
当
権
者
と
と
も
に
、
そ
の
根
抵
当
権
を
準
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
弁
済
に
よ
り
代
位
し
た
保
証
人
 
 

の
受
益
に
関
し
て
は
、
保
証
人
が
つ
ね
に
根
抵
当
権
者
に
劣
後
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
画
一
的
に
法
定
 
 

に
保
証
人
が
現
行
の
被
担
保
債
務
の
全
部
を
弁
済
し
て
も
、
結
局
債
権
の
一
部
に
つ
き
代
位
弁
済
が
あ
っ
た
場
合
（
民
法
第
五
〇
二
条
）
 
 

る
主
債
務
者
の
た
め
に
保
証
債
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
証
人
が
弁
済
に
よ
り
代
位
し
た
場
合
に
ま
で
前
述
の
態
度
を
貫
く
と
 
 
 

㈲
 
要
綱
試
案
「
解
説
」
 
 
 

参
事
官
解
説
に
よ
る
と
、
右
第
五
は
、
確
定
前
に
お
け
る
各
個
の
被
担
保
債
権
の
処
分
と
根
抵
当
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
定
め
た
も
 
 

の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
「
担
保
さ
れ
て
い
る
債
権
に
つ
き
債
務
者
の
た
め
に
弁
済
し
た
暑
が
債
権
者
に
代
位
し
た
場
合
に
 
 

は
、
そ
の
債
権
が
代
位
者
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
根
抵
当
権
に
関
し
て
は
そ
の
一
部
移
転
の
効
果
を
生
ず
る
 
 

こ
と
な
く
、
当
該
債
権
は
、
根
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
 
 

こ
の
場
合
は
特
に
例
外
と
し
て
、
弁
済
に
よ
り
代
位
し
た
保
証
人
に
対
し
て
は
、
③
根
抵
 
 
 

次
に
、
④
確
定
前
は
根
抵
当
権
が
増
減
変
動
中
の
段
階
で
あ
る
か
ら
、
仮
 
 

し
か
し
、
保
証
人
は
、
実
質
的
に
は
、
①
他
人
で
あ
 
 

六
九
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者
に
有
利
な
規
定
に
彩
ら
れ
、
銀
行
業
界
の
意
思
を
十
分
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
こ
の
占
…
に
つ
い
て
は
、
限
定
 
 

根
抵
当
で
十
分
と
す
る
意
見
も
一
部
に
見
ら
れ
る
が
、
包
括
根
抵
当
を
有
効
と
す
る
要
項
試
案
は
、
根
抵
当
権
立
法
を
望
む
経
済
弊
に
 
 

と
っ
て
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
す
る
意
見
、
お
よ
び
、
実
務
で
は
、
立
法
的
に
解
決
し
な
い
限
り
、
安
心
し
て
根
抵
当
を
利
用
で
 
 

き
な
い
と
し
、
要
項
試
案
の
考
え
方
は
、
ほ
ぼ
満
足
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
包
括
根
抵
当
を
認
め
た
の
は
き
わ
め
て
賢
明
で
あ
る
と
す
 
 

－
〕
 
 

る
意
見
が
あ
る
。
 
 
 

根
抵
当
権
制
度
は
、
抵
当
権
の
附
従
性
を
緩
和
し
、
抵
当
権
を
利
用
し
や
す
い
も
の
に
し
、
事
業
活
動
の
た
め
の
金
融
に
便
宜
な
も
 
 

の
に
し
よ
う
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
要
項
試
案
は
こ
の
目
的
に
そ
う
も
の
で
あ
る
む
現
行
の
抵
当
権
の
相
対
的
な
譲
渡
 
 

実
際
界
の
要
求
を
実
現
し
ょ
う
と
す
る
基
本
的
態
度
が
そ
の
根
本
に
存
在
し
、
ん
向
と
し
て
正
し
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
（
傍
線
筆
者
・
 
 

以
「
同
様
）
。
 
 
 

要
項
試
案
は
、
包
括
根
抵
当
を
肯
定
す
る
態
度
を
初
め
て
打
ち
出
し
た
こ
と
が
特
色
で
あ
る
と
し
、
そ
の
内
脊
は
全
体
と
し
て
債
権
 
 

お
よ
び
放
棄
に
か
え
、
根
抵
当
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
絶
対
的
な
譲
渡
を
認
め
、
極
度
額
を
限
度
と
す
る
担
保
価
値
自
体
を
処
分
す
 
 
 

㈲
 
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
に
対
す
る
各
界
の
意
見
 
 
 

先
の
要
綱
試
案
に
対
し
て
、
金
融
法
に
詳
し
い
学
者
（
金
融
法
務
紆
験
者
を
含
む
）
・
法
曹
等
か
ら
次
の
よ
う
な
意
見
が
提
出
さ
れ
る
。
 
 

㈲
 
根
抵
当
権
の
絶
対
的
な
譲
渡
 
－
 
金
融
政
策
的
見
地
の
優
先
 
 
 

こ
れ
ま
で
に
、
各
種
経
済
団
体
の
要
望
や
意
見
が
徴
せ
ら
れ
て
い
る
。
人
銀
行
が
不
動
産
金
融
を
敬
遠
す
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
根
 
 

抵
当
制
度
に
つ
い
て
真
に
利
害
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
相
互
銀
行
や
信
用
金
庫
な
ど
の
中
小
金
融
機
関
で
あ
る
。
根
抵
当
制
度
が
 
 

実
効
性
を
持
つ
た
め
に
は
、
主
と
し
て
中
小
企
業
金
融
の
便
宜
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
試
案
を
全
体
と
し
て
眺
め
る
と
、
 
 

（
2
）
 
貞
家
克
己
「
板
紙
当
立
法
要
綱
試
案
の
理
解
の
た
め
に
」
金
融
商
事
法
務
研
究
四
囲
七
ロ
ケ
五
百
ハ
 
（
昭
四
二
▲
〕
。
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債
権
が
確
定
前
に
第
■
二
者
に
移
転
し
た
と
き
は
根
抵
当
の
傘
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
の
処
理
は
簡
明
に
 
 

七
山
 
 
 

㈲
 
随
伴
性
の
否
定
 
－
 
法
律
関
係
の
複
雑
化
、
準
共
有
の
不
明
確
さ
か
ら
 
 
 

従
来
の
根
抵
当
権
に
お
い
て
は
、
保
証
人
が
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
の
債
権
に
対
す
る
随
伴
性
に
よ
り
、
 
 

こ
れ
ら
の
者
の
た
め
に
根
抵
当
権
の
一
部
移
転
が
生
ず
る
も
の
と
解
す
る
説
が
有
力
で
あ
り
、
登
記
実
務
も
こ
の
よ
う
な
見
解
の
も
と
 
 

に
行
わ
れ
て
い
た
 
（
後
述
佃
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
要
項
試
案
第
五
は
、
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
確
定
前
に
お
い
て
代
位
弁
済
を
生
じ
 
 

た
場
合
に
、
保
証
人
を
除
い
て
、
弁
済
者
は
根
抵
当
権
に
代
位
し
な
い
と
規
定
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
各
界
か
ら
次
の
よ
う
な
意
 
 

見
が
主
張
さ
れ
る
。
 
 

る
こ
と
を
認
め
た
点
を
評
価
し
、
金
融
を
得
よ
う
と
す
る
者
、
あ
る
い
ほ
信
用
を
与
え
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
に
と
っ
て
き
わ
め
て
利
 
 

丁
目
こ
 
 

益
な
規
定
で
あ
る
、
と
の
意
見
が
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
「
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
に
対
す
る
学
界
・
法
曹
界
の
意
見
」
金
法
五
一
〇
号
四
四
－
閤
五
頁
 
（
西
島
梅
治
教
授
・
意
見
）
。
 
 

（
2
）
 
前
掲
注
（
1
）
資
料
∴
一
四
－
二
六
頁
（
桟
悌
次
教
授
・
意
見
）
。
も
っ
と
も
、
償
教
授
は
、
限
度
癒
と
実
質
的
信
用
の
差
額
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
 
 

設
定
者
に
お
け
る
他
か
ら
の
追
加
資
金
調
達
の
機
会
を
大
幅
に
阻
害
し
、
時
と
L
て
企
業
間
に
お
け
る
支
配
従
属
の
一
手
段
し
」
な
り
か
ね
な
い
こ
と
 
 

を
指
摘
す
る
。
 
 

（
3
）
 
前
掲
注
（
1
）
資
料
・
三
．
九
頁
 
こ
呂
川
種
‥
郎
判
事
■
意
見
）
。
な
お
、
後
順
位
担
保
権
者
の
地
位
に
つ
い
て
、
要
項
試
案
は
先
順
位
根
舐
当
権
者
 
 

に
な
る
べ
く
有
利
・
安
泰
な
地
位
を
与
え
よ
う
と
い
う
解
決
方
向
が
指
針
と
な
っ
て
い
る
と
し
、
後
順
位
者
は
一
流
の
金
融
機
関
で
な
い
場
合
が
多
 
 

く
、
彼
ら
へ
の
配
慮
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
 
（
前
掲
柱
（
1
〕
資
料
・
四
六
頁
⊥
椿
寿
夫
教
授
・
意
見
）
＝
 
 

（
4
）
 
前
掲
注
T
⊥
俗
説
∵
二
二
〇
頁
 
（
仲
江
利
政
判
事
・
意
見
）
、
前
掲
注
（
1
）
資
料
∴
二
六
貢
 
（
山
内
敏
彦
判
事
・
意
見
）
。
 
 

（
5
）
 
前
掲
注
（
、
1
）
資
料
・
三
二
－
一
二
一
由
 
（
堀
内
仁
教
疫
∵
音
憬
）
。
 
 

（
6
）
 
前
掲
往
へ
1
）
資
杵
・
l
二
八
－
四
〇
頁
 
（
鈴
木
重
信
調
査
官
＼
意
見
）
。
 
 

現
行
法
の
も
と
で
考
え
る
限
り
、
根
抵
当
の
準
共
有
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
被
担
保
債
権
の
中
の
個
々
の
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活
着
は
根
抵
当
権
に
代
位
し
な
い
旨
を
定
め
る
が
、
法
律
関
係
の
複
雑
化
を
避
け
る
と
い
う
説
明
に
賛
成
す
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
 
 

▲
H
l
 
 

れ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
法
理
関
係
の
複
雑
化
の
回
避
等
の
「
政
策
的
」
な
見
地
か
ら
、
要
項
試
案
第
五
が
随
伴
性
の
否
定
に
踏
み
切
っ
た
 
 

こ
と
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
賛
成
す
る
意
見
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
保
証
人
の
代
位
の
位
置
付
け
お
よ
び
そ
の
保
護
策
に
つ
い
て
ほ
、
 
 

意
見
の
違
い
が
見
ら
れ
る
 
（
後
述
回
）
。
 
 

（
1
）
 
「
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
に
対
す
る
学
界
■
法
曹
界
の
意
見
」
金
法
五
一
〇
号
二
七
－
二
八
頁
（
昭
甲
二
）
 
（
浅
沼
武
判
事
・
意
見
）
。
 
 

（
2
）
 
前
掲
注
（
1
）
資
料
∴
闇
五
頁
 
（
西
島
梅
治
教
授
・
貴
見
）
。
 
 
 

に
は
賛
成
で
き
な
い
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
例
外
を
認
め
る
と
き
は
、
随
伴
の
効
果
に
つ
い
て
解
釈
上
種
々
の
疑
義
を
生
 
 

ず
る
と
す
る
と
し
、
立
案
担
当
者
は
、
保
証
人
が
原
抵
当
権
者
と
と
も
に
根
抵
当
権
を
準
共
有
す
る
こ
と
と
な
る
と
説
明
す
る
が
、
そ
 
 

も
、
保
証
人
が
弁
済
に
よ
り
代
位
し
た
場
合
に
は
例
外
的
に
離
脱
を
免
れ
る
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
、
弁
済
に
よ
り
代
位
し
 
 

法
理
関
係
の
複
雑
化
を
避
け
る
と
い
う
政
策
的
な
見
地
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
べ
き
立
場
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
る
。
も
っ
と
 
 
 

な
る
。
し
か
し
、
保
証
の
代
位
が
一
つ
だ
け
別
異
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
す
っ
き
り
し
な
い
と
す
る
意
見
が
あ
る
 
（
傍
線
筆
者
・
以
下
同
 
 

）
。
 
 
 

次
に
、
要
項
試
案
第
五
第
一
項
の
定
め
 
（
先
述
川
）
 
は
、
根
抵
当
権
制
度
の
人
的
固
定
制
か
ら
い
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
 
 

た
保
証
人
の
受
益
に
関
し
て
は
、
保
証
人
が
つ
ね
に
根
抵
当
権
者
に
劣
後
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
 
 

の
準
共
有
の
持
分
が
明
確
で
な
い
と
す
る
。
 
 

ま
た
、
保
証
人
を
保
護
し
ょ
う
と
す
る
趣
旨
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
随
伴
性
の
例
外
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
法
措
置
 
 

さ
ら
に
、
要
項
試
案
第
五
は
、
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
確
定
前
に
お
い
て
代
位
弁
済
を
生
じ
た
場
合
に
、
保
証
人
を
除
い
て
、
弁
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的
に
は
他
人
で
あ
る
主
た
る
債
務
者
の
た
め
に
保
証
債
務
を
負
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
保
証
人
を
根
抵
当
権
者
と
同
順
位
で
受
益
さ
せ
 
 

進
ん
で
弁
済
す
る
場
合
に
は
認
め
ず
、
債
権
者
か
ら
請
求
そ
の
他
の
権
利
の
行
使
を
受
け
て
弁
済
を
す
る
場
合
に
の
み
認
め
る
と
す
る
。
 
 

債
権
者
は
、
根
抵
当
権
を
確
定
さ
せ
な
い
で
維
持
す
る
か
、
ま
た
は
保
証
人
の
弁
済
を
求
め
る
か
を
選
択
で
き
る
と
す
る
。
 
 
 

保
証
人
が
弁
済
に
よ
り
代
位
し
た
場
合
に
は
例
外
的
に
離
脱
を
免
れ
る
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
弁
済
に
よ
り
代
位
 
 

り
つ
つ
、
保
証
人
に
「
確
定
中
人
権
」
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
確
定
が
な
さ
れ
れ
ば
、
代
位
 
 

弁
済
の
効
果
と
し
て
根
抵
当
権
も
移
転
し
、
保
証
人
の
保
護
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
確
定
中
人
権
は
、
保
証
人
が
自
ら
 
 

る
の
は
問
題
で
あ
る
と
し
、
根
抵
当
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
優
先
の
原
則
を
貫
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
 
 
 

保
証
人
が
現
存
の
被
担
保
債
務
全
額
を
確
定
前
に
弁
済
し
て
も
一
部
代
位
を
生
ず
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
原
根
抵
当
権
者
と
保
 
 

証
人
の
受
益
に
つ
き
、
「
こ
れ
を
画
一
的
に
法
定
す
る
こ
と
は
避
け
、
取
引
界
の
実
情
に
応
じ
、
当
事
者
間
の
特
約
等
に
よ
っ
て
解
決
す
 
 

る
」
と
い
う
方
針
 
（
先
述
佃
解
説
）
 
に
は
や
や
疑
問
が
残
る
と
し
、
特
約
の
な
い
場
合
に
は
、
解
決
の
基
準
が
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
 
 

七
三
 
 
 

し
た
保
証
人
の
受
益
に
関
し
て
は
、
保
証
人
が
つ
ね
に
根
抵
当
権
者
に
劣
後
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
保
証
人
が
実
質
 
 
 

㈲
 
保
証
人
保
護
の
代
替
策
 
－
 
確
定
中
人
権
、
一
部
代
位
の
調
整
規
定
 
 
 

保
証
人
を
保
護
し
ょ
う
と
す
る
趣
旨
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
随
伴
性
の
例
外
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
法
措
置
に
は
賛
 
 

成
で
き
な
い
。
こ
の
例
外
を
認
め
る
と
き
は
、
随
伴
の
効
果
に
つ
い
て
解
釈
上
種
々
の
疑
義
を
生
ず
る
と
す
る
。
立
案
担
当
者
は
、
保
 
 

証
人
が
原
抵
当
権
者
と
と
も
に
根
抵
当
権
を
準
共
有
す
る
こ
と
と
な
る
と
説
明
す
る
が
、
そ
の
準
共
有
の
持
分
が
明
確
で
な
い
 
（
先
述
 
 

㈲
）
。
そ
こ
で
、
保
証
人
が
弁
済
に
よ
り
代
位
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
確
定
前
に
は
根
抵
当
権
が
随
伴
し
な
い
も
の
と
す
る
建
前
を
と
 
 

（
3
）
 
前
掲
注
（
1
）
資
料
・
甲
二
頁
 
（
水
田
耕
一
判
事
・
意
見
）
。
 
 

（
4
）
 
前
掲
注
（
1
）
資
料
■
四
七
－
四
人
頁
 
（
石
田
喜
久
夫
教
授
▲
意
見
）
。
 
 

（
ワ
｝
）
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移
転
が
生
ず
る
も
の
と
解
す
る
説
が
有
力
で
あ
り
、
登
記
実
務
も
こ
の
よ
う
な
見
解
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
た
。
先
の
要
綱
試
案
 
（
先
 
 

述
い
）
 
は
、
保
証
人
は
実
質
的
に
は
他
人
で
あ
る
主
た
る
債
務
者
の
た
め
に
保
証
債
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
保
証
人
が
弁
済
に
よ
 
 

り
代
位
し
た
場
合
に
ま
で
根
抵
当
権
の
移
転
が
生
じ
な
い
と
す
る
態
度
を
貫
く
と
保
証
人
に
酷
な
結
果
と
な
る
た
め
、
保
証
人
に
対
し
 
 
 

㈲
 
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
お
よ
び
新
根
抵
当
法
 
 

㈲
 
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
－
－
－
変
更
点
を
中
心
に
 
 
 

根
抵
当
取
引
の
継
続
中
に
、
そ
の
取
引
の
過
程
で
生
じ
た
債
権
が
他
に
移
転
し
た
場
合
に
、
根
抵
当
権
が
そ
れ
に
随
伴
し
て
そ
の
一
 
 

部
移
転
を
生
ず
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
見
解
に
は
対
立
が
あ
っ
た
。
従
来
の
根
抵
当
権
に
お
い
て
は
、
保
証
人
 
 

対
抗
要
件
・
優
先
劣
後
の
問
題
・
配
当
方
法
等
に
つ
い
て
の
 
「
調
整
規
定
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
】
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
随
伴
性
の
否
定
を
貫
徹
し
一
定
の
要
件
の
も
と
で
保
証
人
に
「
確
定
中
人
権
」
を
認
め
る
意
見
、
他
方
、
保
証
人
 
 

の
例
外
を
認
め
る
と
し
て
も
保
証
人
は
つ
ね
に
根
抵
当
権
者
に
「
劣
後
」
す
る
と
す
る
意
見
、
根
抵
当
権
の
準
共
有
の
効
果
・
優
先
劣
 
 

後
等
に
つ
い
て
の
 
「
調
整
規
定
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
根
抵
当
の
原
理
部
分
に
か
か
わ
る
意
見
で
あ
る
。
 
 

が
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
の
債
権
に
対
す
る
随
伴
性
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
た
め
に
根
抵
当
権
の
一
部
 
 

は
、
元
来
の
債
権
者
の
有
す
る
抵
当
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
、
根
抵
当
権
の
準
共
有
の
効
果
・
代
位
に
基
づ
く
移
転
の
 
 

■
 
－
 
 

か
ら
、
「
基
準
」
を
規
定
す
べ
き
と
す
る
意
見
が
あ
り
、
ま
た
、
弁
済
に
よ
り
代
位
し
た
保
証
人
へ
の
根
抵
当
権
の
一
部
移
転
に
つ
い
て
 
 

4 3 2 1  

前
掲
注
（
1
）
資
料
 
 

前
掲
注
へ
1
）
資
料
 
 

前
掲
注
（
1
）
資
料
 
 

「
恨
抵
巧
立
法
安
綱
試
案
に
対
す
る
学
界
・
法
曹
界
の
意
見
」
合
法
五
一
〇
号
四
三
頁
 
（
水
m
耕
一
判
事
こ
息
兄
）
。
 
 

四
国
四
五
百
∵
西
島
梅
治
教
授
・
意
見
）
。
 
 

四
七
－
四
八
百
 
（
前
山
喜
久
夫
教
授
・
意
見
）
ハ
 

四
九
－
五
〇
貫
 
（
甲
斐
遺
太
郎
教
授
・
意
見
）
。
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前
に
お
い
て
、
債
務
者
の
た
め
に
第
三
者
が
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
た
る
債
権
の
弁
済
を
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
債
務
者
の
保
証
人
 
 

七
五
 
 
 

確
定
前
に
お
け
る
個
々
の
被
担
保
債
権
の
変
動
は
、
根
抵
当
権
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
随
伴
性
を
否
定
す
る
。
〉
確
定
 
 

に
、
保
証
人
の
取
得
し
あ
る
い
は
取
得
す
べ
き
求
償
権
を
担
保
す
る
た
め
債
権
者
か
ら
根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
を
受
け
る
と
い
う
方
法
 
 

一
】
－
 
 

も
あ
る
こ
と
等
の
事
情
を
考
慮
し
た
と
さ
れ
る
。
 
 
 

要
項
試
案
に
あ
っ
た
保
証
人
の
例
外
規
定
が
削
除
さ
れ
る
背
景
に
は
、
経
済
取
引
の
便
宜
を
優
先
す
る
「
政
策
的
」
な
考
慮
が
影
響
 
 

し
た
と
思
わ
れ
る
 
（
1
後
述
⑤
〓
）
（
U
 
 

㈲
 
新
根
抵
当
法
と
そ
の
解
説
 
 
 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
可
決
さ
れ
、
昭
和
関
大
年
法
律
第
九
九
号
と
し
て
公
布
さ
れ
る
。
追
加
さ
れ
た
民
法
二
九
八
条
ノ
 
 

七
は
、
根
抵
当
権
の
確
定
前
に
お
け
る
個
々
の
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
の
変
動
と
根
抵
当
権
の
関
係
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
 
 

将
来
取
得
す
べ
き
求
償
権
を
担
保
す
る
た
め
に
独
自
の
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
従
来
と
比
較
し
て
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
第
閃
 
 

当
権
の
担
保
す
べ
き
元
本
の
確
定
前
に
保
証
人
が
弁
済
す
る
と
い
う
事
例
が
極
め
て
少
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、
保
証
人
が
 
 

た
。
そ
の
結
果
、
根
抵
当
立
法
要
綱
試
案
に
設
け
ら
れ
て
い
た
保
証
人
の
根
抵
当
権
へ
の
代
位
を
認
め
る
例
外
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。
 
 

削
除
に
際
し
て
、
次
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
 
 

て
は
根
抵
当
権
の
一
部
移
転
が
生
ず
る
と
す
る
例
外
規
定
が
置
か
れ
た
 
（
先
述
佃
）
。
 
 
 

し
か
し
そ
の
後
、
先
の
要
項
試
案
に
つ
い
て
、
各
方
面
か
ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
意
見
を
参
考
と
し
て
、
財
産
法
小
委
員
 
 

会
に
お
い
て
 
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
」
が
決
完
さ
れ
る
√
∪
 
こ
の
要
綱
案
に
は
重
要
な
「
変
更
点
」
が
見
ら
れ
る
。
〉
 
 

第
一
に
、
根
抵
当
権
は
、
流
動
変
動
す
る
債
権
の
担
保
で
あ
る
こ
と
を
本
来
的
な
特
質
と
し
、
根
抵
当
権
の
一
部
移
転
が
生
ず
る
も
の
 
 

と
す
る
こ
と
は
法
律
関
係
を
複
雑
に
す
る
と
し
て
、
根
抵
当
権
の
担
保
す
べ
き
元
本
の
確
定
前
に
お
け
る
随
伴
性
が
明
確
に
否
定
さ
れ
 
 

第
一
に
、
保
証
人
に
だ
け
特
に
こ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
理
論
的
根
拠
に
乏
し
い
こ
と
、
第
二
に
、
実
際
問
題
と
し
て
も
、
根
抵
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と
な
ら
ず
、
担
保
保
存
義
務
も
、
担
保
保
存
義
務
の
免
除
特
約
も
必
要
な
い
こ
と
と
な
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
 
（
傍
線
筆
者
・
以
下
同
 
 

）
G
 
 
 

右
の
主
張
は
、
民
法
三
七
八
条
ノ
七
の
趣
旨
（
随
伴
性
の
否
定
）
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
よ
る
意
義
に
注
目
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
根
抵
 
 

当
に
お
い
て
は
、
根
抵
当
と
他
の
担
保
と
の
共
同
担
保
関
係
が
切
り
離
さ
れ
、
確
定
前
に
保
証
人
等
か
ら
弁
済
が
あ
っ
て
も
代
位
が
生
 
 

じ
な
い
た
め
、
債
権
者
は
担
保
保
存
義
務
違
反
に
怯
え
る
必
要
が
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
担
保
保
存
義
務
免
除
特
約
の
蔓
延
を
絶
つ
 
 

こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
確
か
に
、
右
の
主
張
は
、
「
平
常
時
」
 
の
取
引
が
継
続
し
て
い
る
間
は
妥
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

保
関
係
は
存
存
し
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
∩
一
こ
の
趣
旨
は
、
根
担
保
一
姫
に
つ
い
て
同
様
に
適
用
し
て
よ
い
。
根
担
保
に
お
い
て
 
 

は
、
確
定
前
の
第
三
者
弁
済
が
あ
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
代
位
が
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
代
位
権
行
使
の
制
限
も
問
題
 
 

債
務
を
弁
清
し
て
も
、
代
位
す
る
債
権
は
根
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
根
抵
当
と
他
の
担
保
と
の
間
に
ほ
共
同
担
 
 

解
説
は
、
要
項
案
の
解
説
と
同
様
の
根
拠
付
け
を
維
持
し
て
い
る
。
 
 

（
－
）
 
自
家
克
己
∴
清
水
湛
「
根
抵
当
に
関
す
る
民
法
の
‥
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
の
解
説
」
金
法
五
大
五
号
四
－
」
ハ
頁
、
二
〇
－
二
一
頁
 
（
昭
 
 

四
四
）
り
 
 

（
2
）
 
清
水
湛
「
新
税
抵
当
法
の
逐
条
解
説
 
（
上
こ
 
金
法
六
一
八
号
四
凶
－
四
五
貿
 
（
昭
両
六
）
い
 
 

が
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
漬
し
た
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
の
者
が
根
抵
当
権
に
つ
い
て
代
位
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
新
根
抵
当
法
の
 
 

④
 
新
根
抵
当
法
成
立
後
の
詩
論
 
－
 
学
説
－
実
務
家
の
主
張
 
 
 

川
 
根
抵
当
と
担
保
保
存
義
務
免
除
特
約
 
 

民
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
民
法
二
七
八
条
ノ
七
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
根
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
確
定
前
に
保
証
人
が
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ま
ま
、
知
ら
な
い
間
に
担
保
を
剥
が
さ
れ
負
担
増
の
リ
ス
ク
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
っ
根
抵
当
は
い
つ
外
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
 
 

全
く
頼
り
に
な
ら
な
い
担
保
で
あ
る
か
ら
、
保
証
人
は
予
め
そ
の
危
険
を
覚
悟
す
べ
き
と
の
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
担
保
保
存
義
務
の
 
 

低
減
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

根
抵
当
法
の
立
法
者
は
、
担
保
保
存
義
務
に
は
不
関
与
の
態
度
を
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
っ
し
か
し
実
務
で
は
、
根
抵
当
の
処
分
は
避
 
 

け
て
通
れ
な
い
。
担
保
保
存
義
務
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
根
抵
当
権
の
譲
渡
が
、
少
な
く
と
も
根
抵
当
権
者
自
身
 
 

七
七
 
 
 

を
外
す
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
は
非
常
に
強
力
な
手
段
を
与
え
ら
れ
た
反
面
、
保
証
人
ら
は
、
な
ん
の
対
価
や
代
償
も
見
込
め
な
い
 
 

確
定
前
の
根
抵
当
権
に
つ
い
て
、
民
法
丁
二
九
八
条
ノ
ー
二
で
、
根
抵
当
権
者
が
根
抵
当
権
設
走
者
と
の
合
意
だ
け
で
、
根
抵
当
権
の
み
 
 

た
る
債
務
者
の
信
用
が
悪
化
し
て
い
る
場
合
が
多
い
 
（
「
非
平
常
時
」
）
っ
取
引
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
主
た
る
債
務
者
や
第
三
者
か
ら
 
 

の
追
加
の
担
保
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
も
し
債
権
者
が
担
保
の
解
除
・
差
替
を
行
っ
た
と
し
た
ら
、
保
証
 
 

人
の
求
償
権
確
保
は
極
め
て
厳
し
く
な
る
。
債
権
者
が
、
担
保
の
解
除
・
差
替
を
行
え
ば
、
保
証
人
の
求
償
が
困
難
に
な
る
こ
と
を
知
 
 

り
つ
つ
、
合
理
的
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
担
保
の
解
除
・
差
替
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
保
証
人
は
求
償
の
可
能
 
 

性
を
一
方
的
に
経
た
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
 
 

㈲
 
立
法
者
の
担
保
保
存
義
務
へ
の
不
関
与
の
態
度
 
 

の
譲
渡
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
た
。
債
務
者
や
保
証
人
の
承
諾
は
必
要
な
い
。
主
た
る
債
務
者
も
保
証
人
の
関
与
な
し
に
、
根
抵
当
権
 
 

根
抵
当
法
で
は
、
根
抵
当
権
と
い
う
物
権
関
係
と
、
そ
れ
が
担
保
す
る
債
権
関
係
と
を
必
要
以
上
に
峻
別
す
る
態
度
を
と
っ
た
結
果
、
 
 

㈱
 
随
伴
性
の
否
定
の
問
題
点
 
－
 
リ
ス
ク
の
し
わ
寄
せ
、
保
証
人
の
求
償
権
 
 

し
か
し
実
際
に
は
、
根
抵
当
の
確
定
前
で
も
、
保
証
人
は
債
権
者
か
ら
弁
済
を
強
く
迫
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
時
す
で
に
、
主
 
 

（
1
）
 
清
水
誠
「
保
証
人
の
代
位
制
限
条
項
お
よ
び
債
権
者
の
担
保
保
存
義
務
免
除
条
項
の
効
力
」
手
形
三
三
四
号
一
〇
八
百
 
（
昭
五
七
）
。
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群
の
不
特
定
債
権
を
弁
済
し
、
元
本
確
定
後
に
根
抵
当
権
に
代
位
で
き
る
か
む
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
場
合
で
あ
る
。
 
 
 

確
定
前
に
お
け
る
弁
済
義
務
を
免
除
す
る
特
約
が
な
け
れ
ば
、
保
証
人
が
、
被
担
保
債
権
の
確
定
前
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
当
然
 
 

保
証
人
が
元
本
確
定
後
に
弁
済
し
た
場
合
は
、
根
抵
当
権
へ
の
代
位
を
肯
定
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
保
証
人
が
元
本
確
定
「
前
」
 
に
一
 
 

す
る
根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
保
証
人
単
独
の
意
思
で
は
で
き
な
い
。
債
権
者
等
の
承
諾
が
得
 
 

ら
れ
な
け
れ
ば
、
担
保
の
設
定
も
根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
も
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
保
証
人
の
求
償
権
確
保
は
空
洞
化
す
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
か
ら
、
債
権
者
が
、
確
定
前
に
保
証
人
に
履
行
を
強
制
し
、
か
つ
、
保
証
人
が
求
償
権
確
保
の
方
策
を
求
め
た
に
も
か
か
 
 

わ
ら
ず
、
債
権
者
が
こ
れ
に
応
じ
ず
に
、
そ
の
後
担
保
権
の
変
更
・
解
除
を
し
た
場
合
は
、
保
証
人
の
免
責
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
 
 

て
三
 
 

す
る
主
張
が
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
田
博
上
は
、
根
抵
当
権
の
確
定
が
生
ず
れ
ば
、
根
抵
当
権
は
ほ
ほ
普
通
抵
当
権
と
同
．
視
で
き
る
こ
と
と
な
る
が
、
確
定
 
 
 

は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
担
保
剥
奪
が
で
き
る
以
上
は
、
担
保
保
存
義
務
の
 
「
強
化
説
」
が
至
当
と
す
る
主
張
が
あ
る
 
 

に
保
証
債
務
の
履
行
を
拒
め
な
い
。
理
論
的
に
は
、
債
務
者
に
対
す
る
求
償
権
の
た
め
に
担
保
の
設
定
を
受
け
、
ま
た
は
債
権
者
の
有
 
 

七
人
 
 
 

の
「
主
導
権
」
か
ら
外
れ
な
い
限
り
、
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
の
保
証
人
の
利
益
は
依
然
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
製
 
 

㈲
 
保
証
人
の
求
債
権
確
保
の
空
洞
化
 
 

保
証
人
が
元
本
確
定
前
に
弁
滴
し
て
も
、
確
定
前
に
お
い
て
根
抵
当
権
に
代
位
で
き
な
い
 
（
民
法
三
九
八
条
ノ
七
第
 
 

（
1
）
 
「
元
本
の
確
定
前
に
お
い
て
は
、
根
抵
当
権
者
は
、
根
抵
当
権
設
l
妃
者
の
承
諾
を
得
て
、
そ
の
根
抵
当
権
を
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
る
」
（
民
法
三
 
 
 

九
八
条
ノ
一
二
第
一
項
＝
根
抵
当
権
の
譲
渡
）
。
 
 

（
2
）
 
宮
川
種
山
郎
（
判
事
）
 
「
担
保
保
存
義
務
に
つ
い
て
」
金
法
」
ハ
六
五
号
八
頁
 
（
昭
叩
七
）
。
 
 

項
）
。
次
に
、
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抵
当
も
確
定
し
て
お
り
、
取
引
の
終
了
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
庄
例
的
で
あ
る
と
の
証
言
が
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
高
木
多
善
男
∵
上
野
隆
司
・
石
井
眞
司
・
野
村
重
信
「
担
保
保
存
義
務
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
」
［
座
談
会
］
金
法
一
四
〇
二
号
二
五
頁
 
（
高
木
 
 

七
九
 
 
 

当
権
を
放
棄
し
て
い
な
け
れ
ば
確
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
位
も
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
代
位
期
待
を
侵
 
 

害
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
五
〇
四
条
が
適
用
さ
れ
る
と
す
ふ
 
 

代
位
権
者
と
し
て
も
、
根
抵
当
の
確
定
を
「
条
件
」
 
に
し
て
代
位
が
で
き
る
と
い
う
期
待
は
持
っ
て
い
る
。
そ
の
期
待
を
保
護
し
、
民
 
 

法
五
〇
四
条
を
適
用
す
べ
き
だ
と
も
い
え
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
。
保
証
人
と
債
務
者
提
供
の
根
抵
当
が
あ
る
場
合
に
、
債
権
者
が
根
 
 

抵
当
を
放
棄
し
て
保
証
人
の
方
に
請
求
し
て
き
た
と
す
る
。
 
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
債
権
者
が
保
証
人
に
請
求
し
て
き
た
段
階
で
、
ま
 
 

だ
取
引
が
「
継
続
」
し
て
い
れ
ば
、
代
位
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
か
ら
、
民
法
五
〇
四
条
の
適
用
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
者
が
保
証
人
に
請
求
し
て
き
た
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
取
引
が
「
終
了
」
し
て
い
た
場
合
に
は
、
も
し
根
抵
 
 

㈱
 
確
定
を
「
条
件
」
と
し
た
代
位
期
待
 
－
 
取
引
の
終
了
段
階
 
 
 

根
抵
当
権
の
場
合
、
確
定
前
は
代
位
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
代
位
の
期
待
も
な
い
。
代
位
の
期
待
が
な
け
れ
ば
、
民
法
五
〇
 
 

四
条
の
適
用
も
な
い
と
一
応
論
理
的
に
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
根
抵
当
も
確
定
す
れ
ば
代
位
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
定
 
 

金
融
実
務
の
専
門
家
に
よ
る
と
、
実
際
の
事
例
と
し
て
は
、
だ
い
た
い
取
引
の
終
了
段
階
で
保
証
人
に
請
求
す
る
。
請
求
時
に
は
根
 
 

究
極
的
に
根
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
と
い
う
保
障
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
債
務
を
保
証
人
が
弁
済
し
て
も
、
元
本
確
定
後
の
 
 
 

根
抵
当
権
へ
の
代
位
を
生
ず
る
余
地
は
な
い
と
し
、
無
担
保
債
権
者
に
対
し
て
保
証
人
が
弁
済
し
た
場
合
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
と
す
る
 
（
石
田
喜
久
 
 
 

夫
「
根
抵
当
権
と
銀
行
の
担
保
保
存
義
務
」
金
法
七
二
三
号
一
一
頁
 
（
昭
四
九
）
）
。
 
 

（
2
）
 
中
井
英
雄
「
担
保
保
存
義
務
と
銀
行
取
引
」
 
（
銀
行
取
引
法
講
座
 
（
下
）
所
収
・
昭
五
一
）
 
四
七
九
－
四
八
〇
頁
。
 
 

前
に
弁
済
し
た
保
証
人
が
、
確
定
後
は
普
通
抵
当
権
化
し
た
根
抵
当
権
に
代
位
す
る
と
は
い
え
な
い
。
元
本
確
定
前
に
お
い
て
は
、
被
担
保
債
権
は
 
 

（
2
ノ
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が
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
法
律
関
係
を
複
雑
に
す
る
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
保
証
人
に
だ
け
特
に
そ
の
よ
う
 
 

な
例
外
を
認
め
る
理
論
的
根
拠
に
乏
し
い
こ
と
、
第
二
に
、
実
際
問
題
と
し
て
も
、
根
抵
当
権
の
担
保
す
べ
き
元
本
の
確
定
前
に
保
証
 
 

人
が
弁
済
す
る
と
い
う
事
例
が
極
め
て
少
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、
保
証
人
が
将
来
取
得
す
べ
き
求
償
権
を
担
保
す
る
た
め
 
 

に
独
自
の
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
従
来
と
比
較
し
て
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
第
四
に
、
保
証
人
の
取
得
し
あ
る
い
は
取
得
す
べ
 
 

き
求
償
権
を
担
保
す
る
た
め
債
権
者
か
ら
根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
を
受
け
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
こ
と
等
の
事
情
を
考
慮
し
た
と
さ
れ
 
 
 

八
〇
 
 

教
授
・
発
言
）
 
（
平
六
）
。
 
 

（
2
）
 
高
木
ほ
か
・
前
掲
注
（
1
）
座
談
会
二
七
頁
 
（
石
井
氏
・
発
言
）
。
な
お
、
信
用
保
証
協
会
関
係
者
に
よ
る
と
、
保
証
人
は
、
元
本
確
定
前
に
は
被
 
 

担
保
債
権
の
候
補
で
し
か
な
い
が
、
代
位
弁
済
に
移
行
す
る
場
合
、
被
担
保
債
権
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
代
位
期
待
権
を
有
し
て
い
る
。
債
務
者
設
 
 

定
の
根
抵
当
権
が
あ
る
こ
と
で
根
保
証
人
に
な
っ
た
者
が
、
代
位
弁
済
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
際
に
、
債
権
者
が
経
済
的
合
理
性
も
な
く
 
 

窓
意
的
に
担
保
権
を
喪
失
∴
減
少
し
て
い
た
場
合
は
、
民
法
五
〇
四
条
に
よ
り
免
責
を
主
張
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
 
（
竹
本
 
 

哲
夫
・
金
法
一
六
九
八
号
六
六
、
七
〇
頁
 
（
判
桶
∵
平
山
六
）
）
。
 
 

⑤
 
本
間
題
の
再
検
討
 
 
 

川
 
問
題
点
①
の
再
検
討
 
－
 
随
伴
性
否
定
の
貫
徹
、
政
策
的
判
断
 
 
 

民
法
三
九
八
条
ノ
七
第
一
項
は
、
「
元
本
の
確
定
前
に
根
抵
当
権
者
か
ら
債
権
を
取
得
し
た
者
は
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
根
抵
当
権
を
 
 

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
元
本
の
確
定
前
に
債
務
者
の
た
め
に
又
は
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
し
た
者
も
、
同
様
と
す
る
U
」
と
 
 

し
、
根
抵
当
権
の
随
伴
性
を
否
定
し
て
い
る
。
同
条
一
項
に
よ
る
と
、
根
抵
当
に
お
い
て
は
、
保
証
人
等
が
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
 
 

し
て
も
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
根
抵
当
権
を
行
使
で
き
な
い
。
な
ぜ
根
抵
当
権
の
随
伴
性
を
否
定
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
 
［
問
題
点
①
］
 
（
先
述
①
問
題
設
定
）
。
 
 
 

先
述
の
よ
う
に
、
当
初
の
法
案
（
「
要
項
試
案
」
）
 
に
は
、
保
証
人
に
例
外
を
認
め
る
規
定
が
あ
っ
た
が
、
審
議
の
過
程
で
削
除
さ
れ
 
 

て
い
る
 
（
先
述
③
い
㈲
）
。
根
抵
当
権
は
、
流
動
変
動
す
る
債
権
の
担
保
で
あ
る
こ
と
を
本
来
的
な
特
質
と
し
、
根
抵
当
権
の
一
部
移
転
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㈲
 
問
題
点
②
の
再
検
討
 
 
 

元
本
の
確
定
前
で
あ
れ
ば
常
に
、
根
抵
当
権
の
行
使
に
対
す
る
期
待
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
の
か
。
元
本
確
定
前
の
担
保
保
存
義
 
 

務
が
実
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
債
権
回
収
の
最
終
段
階
で
あ
る
。
元
本
の
確
定
前
に
、
保
証
人
が
自
ら
希
望
し
て
弁
済
す
る
こ
と
は
 
 

少
な
い
。
保
証
人
は
、
債
権
者
か
ら
強
く
弁
済
を
迫
ら
れ
た
た
め
、
や
む
な
く
弁
済
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
弁
 
 

済
さ
せ
ら
れ
た
保
証
人
は
、
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
債
権
者
は
、
自
ら
債
権
の
弁
済
を
保
証
人
に
迫
っ
て
お
き
な
が
 
 

絶
対
的
譲
渡
に
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
我
妻
栄
・
新
訂
担
保
物
権
法
四
六
川
、
五
〇
〇
頁
 
（
昭
四
三
∵
 
 

ら
、
合
理
的
理
由
も
な
い
の
に
担
保
を
放
棄
し
た
り
す
れ
ば
、
担
保
保
存
義
務
が
問
題
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
 
［
問
題
点
 
 

八
一
 
 
 

担
保
価
値
自
体
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
融
を
得
よ
う
と
す
る
者
、
金
融
機
関
に
と
っ
て
き
わ
め
て
利
益
な
規
定
で
あ
る
。
 
 
 

根
抵
当
権
は
、
発
生
す
る
多
く
の
債
権
は
任
意
に
弁
済
さ
れ
る
こ
と
を
予
期
し
、
担
保
は
い
わ
ば
そ
の
背
景
に
あ
っ
て
最
後
の
守
り
 
 

と
し
て
存
在
す
る
。
確
定
す
る
前
の
被
担
保
債
権
は
根
抵
当
の
枠
に
は
い
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
根
抵
当
に
よ
っ
て
終
局
的
に
担
保
 
 

さ
れ
る
こ
と
に
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
弁
済
に
よ
る
代
位
が
あ
っ
た
場
合
、
根
抵
当
権
も
当
然
に
こ
れ
に
随
伴
す
る
も
の
と
な
す
 
 

■
－
 
 

べ
き
か
ど
う
か
は
、
政
策
的
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
我
妻
）
。
要
項
試
案
に
あ
っ
た
保
証
人
の
例
外
規
定
が
削
除
さ
れ
る
背
景
に
 
 

は
、
経
済
取
引
の
便
宜
を
優
先
す
る
「
政
策
的
」
な
考
慮
が
影
響
し
て
い
る
。
随
伴
性
否
定
の
究
極
の
狙
い
は
、
根
低
当
権
の
独
占
と
 
 

と
な
り
、
法
律
関
係
が
簡
明
と
な
る
。
根
抵
当
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
 
「
絶
対
的
」
な
譲
渡
が
認
め
ら
れ
、
極
度
額
を
限
度
と
す
る
 
 

る
 
（
先
述
③
㈲
㈱
）
。
 
 
 

保
証
人
の
代
位
を
認
め
る
と
、
根
抵
当
権
者
と
保
証
人
と
の
調
整
が
必
要
と
な
る
が
、
随
伴
性
を
否
定
す
れ
ば
、
そ
の
調
整
は
不
要
 
 



同 法（584）  510  

抵
当
権
の
一
部
譲
渡
を
受
け
る
に
は
、
根
抵
当
権
設
定
者
の
承
諾
が
必
要
で
あ
り
 
（
民
法
一
二
九
八
条
ノ
一
三
）
、
法
律
上
当
然
に
譲
渡
さ
 
 

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
信
用
保
証
協
会
は
優
位
な
立
場
に
あ
り
、
保
証
人
に
対
し
て
全
額
に
つ
い
て
求
償
で
き
る
旨
の
特
 
 

約
を
置
い
て
い
る
。
立
法
段
階
の
議
論
に
お
い
て
「
調
整
規
定
」
を
設
け
る
べ
き
と
す
る
傾
聴
す
べ
き
意
見
が
あ
っ
た
が
 
（
先
述
③
蘭
 
 

回
）
、
硯
在
の
実
務
の
現
場
で
は
金
融
機
関
に
有
利
な
特
約
が
支
配
し
て
い
る
。
 
 
 

保
証
人
に
対
す
る
請
求
は
多
く
の
場
合
債
権
回
収
の
最
終
段
階
で
あ
り
、
そ
の
時
占
岬
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
担
保
が
不
足
し
お
り
、
 
 

も
し
唯
一
の
担
保
で
あ
る
根
抵
当
権
が
放
棄
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
求
償
権
の
確
保
の
望
み
は
絶
た
れ
る
。
実
際
に
は
、
保
 
 

証
人
の
求
償
権
確
保
手
段
は
剥
奪
さ
れ
た
に
等
し
い
。
 
 
 

債
権
者
に
は
根
抵
当
権
を
自
由
に
処
分
す
る
非
常
に
強
力
な
手
段
が
与
え
れ
て
お
り
、
法
改
正
前
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
担
保
剥
 
 

奪
が
で
き
る
。
保
証
人
は
知
ら
な
い
間
に
担
保
を
剥
ぎ
取
ら
れ
リ
ス
ク
を
負
わ
さ
れ
る
。
立
法
者
は
、
根
抵
当
権
に
お
け
る
担
保
保
存
 
 

兼
務
の
問
題
に
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
不
関
与
の
態
度
を
と
っ
た
 
（
先
述
④
㈲
回
）
。
 
 
 

れ
ば
、
保
証
人
が
、
被
担
保
債
権
の
確
定
前
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
当
然
に
保
証
債
務
の
履
行
を
拒
め
な
い
。
さ
ら
に
、
立
法
者
は
、
 
 

保
証
人
は
右
の
よ
う
な
自
衛
策
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
が
、
実
際
は
容
易
で
な
い
。
債
務
者
に
対
す
る
求
償
権
の
た
め
に
担
保
 
 

八
二
 
 
 

②
］
 
（
先
述
①
問
題
設
定
）
。
 
 

㈲
 
保
証
人
の
求
償
権
確
保
手
段
の
事
実
上
の
剥
奪
 
－
 
立
法
者
の
担
保
保
存
義
務
へ
の
不
関
与
の
態
度
 
 
 

先
述
の
よ
う
に
、
保
証
人
が
将
来
取
得
す
べ
き
求
償
権
を
担
保
す
る
た
め
に
独
自
の
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
従
来
と
比
較
し
 
 

て
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
保
証
人
の
取
得
し
あ
る
い
は
取
得
す
べ
き
求
償
権
を
担
保
す
る
た
め
債
権
者
か
ら
根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
を
 
 

受
け
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
と
さ
れ
る
 
（
先
述
③
㈲
回
）
。
し
か
し
実
際
に
は
、
確
定
前
に
お
け
る
弁
損
義
務
を
免
除
す
る
特
約
が
な
け
 
 

で
き
な
い
 
（
先
述
オ
伸
㈲
）
。
求
償
権
の
た
め
に
担
保
の
設
定
を
受
け
る
に
は
、
担
保
設
定
者
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
。
債
権
者
か
ら
根
 
 

の
設
完
を
受
け
、
ま
た
は
債
権
者
の
有
す
る
根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
を
受
け
ら
れ
れ
ば
よ
い
が
、
い
ず
れ
も
保
証
人
単
独
の
意
思
で
は
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元
本
の
確
定
事
由
と
し
て
、
民
法
旧
三
九
八
条
ノ
二
〇
一
項
一
号
は
、
「
担
保
ス
ベ
キ
債
権
ノ
範
圃
ノ
変
更
、
取
引
ノ
終
了
其
他
ノ
事
 
 

由
二
囚
り
担
保
ス
ベ
キ
元
本
ノ
生
ゼ
ザ
ル
コ
ト
ト
為
り
タ
ル
ト
キ
」
と
規
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
一
五
年
の
法
改
正
に
よ
っ
 
 

て
、
こ
の
確
定
事
由
は
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
取
引
ノ
終
了
」
と
い
う
事
由
は
、
終
了
の
時
点
・
有
無
が
不
明
確
で
あ
る
こ
 
 

と
、
確
定
前
の
根
抵
当
権
の
譲
渡
を
貴
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
す
で
に
取
引
が
終
了
し
被
担
保
債
権
元
本
が
確
定
し
て
い
れ
ば
、
確
定
 
 

前
の
根
抵
当
権
を
取
得
で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
が
生
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
取
引
が
終
了
し
て
い
た
場
合
で
も
、
根
抵
当
の
確
定
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
確
定
事
由
か
ら
「
取
引
ノ
 
 

終
了
」
 
（
先
述
㈲
）
 
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
、
根
抵
当
に
お
け
る
担
保
保
存
義
務
の
議
論
に
影
響
す
る
 
（
後
述
刷
∵
 
 

（
1
）
 
道
垣
内
弘
人
・
担
保
物
権
法
⊥
第
三
阪
）
 
二
凹
九
頁
（
平
二
〇
∵
高
木
多
善
男
・
担
保
物
権
法
二
七
七
－
二
七
八
頁
〔
第
四
版
・
平
一
七
）
。
 
 

ば
、
そ
の
請
求
の
時
点
に
は
、
根
抵
当
権
は
確
定
し
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
す
で
に
取
引
が
終
了
し
て
い
た
場
合
 
 

に
は
、
も
し
根
抵
当
権
を
放
棄
し
て
い
な
け
れ
ば
確
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
位
も
で
き
た
こ
と
に
な
る
 
（
先
 
 

述
④
㈲
回
）
。
債
権
者
が
、
確
定
前
に
保
証
人
に
履
行
を
「
強
制
」
し
、
か
つ
、
保
証
人
が
求
償
権
確
保
の
方
策
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
 
 

ら
ず
、
債
権
者
が
こ
れ
に
応
じ
ず
に
、
そ
の
後
担
保
権
の
変
更
・
解
除
を
し
た
場
合
は
、
保
証
人
の
代
位
期
待
を
侵
害
し
た
の
で
あ
る
 
 

か
ら
、
民
法
五
〇
四
条
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
 
（
先
述
④
㈲
㈲
）
。
 
 

㈲
 
確
定
事
由
の
改
正
 
－
 
確
定
事
由
た
る
「
取
引
ノ
終
了
」
 
の
削
除
（
平
一
五
改
正
）
 
 

実
際
に
は
、
債
権
者
が
保
証
人
に
対
し
て
請
求
し
て
く
る
の
は
「
取
引
の
終
了
」
段
階
で
あ
る
。
取
引
の
終
了
が
確
定
事
由
で
あ
れ
 
 

㈲
 
担
保
保
存
義
務
が
問
題
と
な
る
類
型
 
－
 
取
引
の
終
了
段
階
、
債
権
者
の
履
行
強
制
、
求
償
権
確
保
へ
の
協
力
拒
否
 
 

八
三
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法
定
代
位
権
者
の
代
位
期
待
を
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
。
一
方
、
民
法
三
九
人
条
ノ
七
第
一
項
は
、
根
抵
当
権
の
随
伴
性
を
否
定
し
、
 
 

保
証
人
に
そ
の
例
外
を
認
め
て
い
な
い
い
確
定
時
に
存
在
す
る
債
権
だ
け
が
、
根
抵
当
権
を
行
使
で
き
る
。
確
定
前
に
保
証
人
が
弁
済
 
 

し
て
も
、
根
抵
当
権
を
行
使
で
き
な
い
。
 
 
 

確
定
期
日
の
定
め
の
な
い
場
合
に
は
、
根
抵
当
権
者
は
い
つ
で
も
担
保
す
べ
き
元
本
の
確
定
請
求
が
で
き
る
（
民
法
三
九
八
条
ノ
一
九
 
 

第
二
項
）
。
根
抵
当
権
者
が
優
先
弁
済
権
の
行
使
に
着
手
し
た
と
き
、
根
抵
当
権
の
担
保
す
べ
き
元
本
は
確
定
す
る
 
（
民
法
三
九
八
条
ノ
 
 

二
〇
第
一
項
一
号
）
。
こ
の
よ
う
に
、
根
抵
当
権
者
は
、
確
定
の
選
択
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
根
抵
当
権
を
実
行
せ
ず
、
 
 

確
定
前
に
保
証
人
に
弁
済
を
強
く
迫
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
保
証
人
は
当
然
に
は
弁
清
を
拒
否
で
き
な
 
 
 

八
四
 
 

㈱
 
保
証
人
を
保
護
す
べ
き
場
合
は
な
い
か
 
－
 
 

事
由
な
ら
ば
、
保
証
人
へ
の
請
求
時
点
で
す
で
に
取
引
が
終
了
し
て
い
た
場
合
、
も
し
債
権
者
が
根
抵
当
権
を
放
棄
し
て
い
な
け
れ
ば
 
 

確
定
し
て
お
り
、
代
位
も
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
代
位
期
待
の
侵
害
と
し
て
、
担
保
保
存
義
務
違
反
が
問
題
と
な
り
う
る
。
 
 
 

確
定
申
人
権
、
債
権
者
の
害
意
、
信
義
則
上
の
協
力
義
務
違
反
、
合
理
的
理
由
の
 
 

な
い
根
抵
当
権
の
放
棄
等
 
 
 

実
際
に
は
、
債
権
者
が
保
証
人
に
対
し
て
請
求
し
て
く
る
の
は
「
取
引
の
終
T
」
段
階
で
あ
る
。
取
引
の
終
了
が
根
抵
当
権
の
確
定
 
 

と
こ
ろ
が
、
平
成
一
五
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
確
定
事
由
か
ら
「
取
引
ノ
終
T
」
が
削
除
さ
れ
て
お
り
 
（
先
述
困
）
、
保
証
人
へ
の
 
 

請
求
時
点
で
取
引
が
終
了
し
て
い
て
も
、
根
抵
当
は
確
定
し
な
い
。
確
定
を
条
件
に
し
て
代
位
が
で
き
る
と
い
う
期
待
は
主
張
し
に
く
 
 

い
。
確
淀
事
由
か
ら
の
 
「
取
引
ノ
終
了
」
 
の
削
除
は
、
担
保
保
存
義
務
の
封
じ
込
め
作
用
を
学
ん
で
い
る
。
 
 
 

さ
て
そ
れ
で
は
、
保
証
人
を
保
護
す
べ
き
場
合
は
全
く
な
い
の
か
。
こ
れ
が
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
 
 
 

川
 
保
証
人
保
護
策
の
模
索
①
 
－
 
伝
統
的
学
説
・
判
例
の
枠
組
か
ら
、
確
定
中
人
権
 
 
担
保
保
存
義
務
の
規
定
（
民
法
五
〇
E
条
）
 
 

は
、
弁
済
に
よ
る
代
位
の
項
目
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
条
文
の
位
置
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
立
法
者
は
、
担
保
保
存
義
務
 
 

〔
1
 
 

を
弁
済
に
よ
る
代
位
を
裏
か
ら
補
完
す
る
制
度
と
位
置
付
け
た
 
（
通
説
・
判
例
も
同
旨
）
。
わ
が
国
に
お
け
る
担
保
保
存
兼
務
制
度
は
、
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者
が
負
う
義
務
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
債
権
者
は
、
保
証
人
に
対
し
て
、
「
信
義
則
」
上
の
「
協
力
義
務
」
を
負
う
と
解
さ
れ
る
。
比
較
 
 

法
的
に
も
そ
の
方
向
に
あ
る
。
 
 
 

確
定
前
に
債
権
者
が
保
証
人
に
弁
済
を
強
制
す
れ
ば
、
保
証
人
は
根
抵
当
権
に
代
位
で
き
ず
、
求
償
権
の
確
保
が
で
き
な
く
な
る
こ
 
 

と
は
十
分
予
測
さ
れ
る
以
上
、
債
権
者
は
保
証
人
の
求
償
権
の
確
保
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。
保
証
人
の
リ
ス
ク
が
十
分
予
測
さ
れ
る
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
求
償
権
の
確
保
に
協
力
せ
ず
に
、
合
理
的
理
由
も
な
く
担
保
の
解
除
・
差
替
え
を
行
う
と
す
れ
ば
、
債
権
者
に
は
 
 

保
証
人
に
対
す
る
「
害
意
」
が
推
認
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
債
権
者
が
信
義
則
上
負
う
協
力
義
務
違
反
と
な
り
、
保
証
人
は
免
責
 
 

さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

H
 
保
証
人
の
解
約
権
－
－
－
最
近
の
学
説
 
 
元
本
確
定
後
の
将
来
の
代
位
の
期
待
を
侵
害
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
、
保
証
 
 

・
－
 
 

人
の
極
度
額
で
の
免
責
だ
け
で
な
く
、
解
約
権
ま
で
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
説
が
最
近
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
根
保
 
 

証
契
約
の
解
約
に
ま
で
踏
み
込
む
。
 
 

（
1
）
 
辻
博
明
「
担
保
保
存
義
務
に
関
す
る
一
考
察
 
－
 
民
法
五
〇
四
条
の
立
法
過
程
を
中
心
に
 
－
 
」
同
法
五
六
巻
一
号
四
四
頁
（
平
山
八
）
。
 
 

八
五
 
 
 

義
則
上
の
保
証
人
保
護
の
制
度
で
あ
る
。
し
か
も
、
債
権
者
が
負
う
義
務
は
担
保
保
存
義
務
だ
け
で
は
な
い
。
担
保
保
存
義
務
は
債
権
 
 

な
い
よ
う
な
場
合
、
保
証
人
に
信
義
則
上
「
確
定
中
人
権
」
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
代
位
期
待
の
侵
害
と
し
て
、
担
保
保
存
義
務
違
 
 

反
が
問
題
と
な
り
う
る
。
 
 
 

㈲
 
保
証
人
保
護
策
の
模
索
②
 
－
 
債
権
者
の
信
義
則
上
の
協
力
義
務
の
視
点
か
ら
 
 
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
担
保
保
存
義
務
は
弁
 
 

済
に
よ
る
代
位
の
補
完
制
度
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
担
保
保
存
義
務
は
、
そ
の
沿
革
・
比
較
法
的
視
点
か
ら
分
析
す
る
と
、
矧
 
 

い
。
と
こ
ろ
が
、
保
証
人
が
確
定
前
に
や
む
な
く
弁
済
に
応
じ
て
も
、
根
抵
当
権
を
行
使
で
き
な
い
。
 
 

主
た
る
債
務
者
が
支
払
不
能
状
態
に
あ
り
、
保
証
人
が
求
償
権
確
保
の
方
策
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
権
者
が
こ
れ
に
応
じ
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㈲
 
本
間
魔
の
再
検
討
 
－
 
福
岡
地
裁
平
成
一
五
年
判
決
を
題
材
に
 
 
 

元
本
確
定
前
の
根
抵
当
権
者
の
担
保
保
存
義
務
の
有
無
は
、
理
論
的
に
未
解
決
の
難
問
で
あ
る
。
実
務
的
に
も
、
背
後
で
登
録
免
許
 
 

税
の
税
額
が
絡
む
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
は
な
い
。
福
岡
地
裁
平
成
t
五
年
判
決
（
［
1
1
8
］
 
 

福
岡
地
判
平
一
五
二
二
・
一
八
金
商
山
一
七
〇
∴
二
七
）
は
、
下
級
審
裁
判
例
で
あ
る
が
、
こ
の
難
問
に
つ
い
て
判
断
し
た
お
そ
ら
く
唯
一
 
 

の
裁
判
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
本
判
決
を
題
材
に
、
未
解
決
の
難
問
を
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

［
朋
］
判
決
の
事
実
関
係
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

被
告
E
は
、
昭
和
六
一
年
四
月
三
〇
口
、
被
告
E
の
被
告
C
に
対
す
る
債
務
を
担
保
す
る
た
め
、
被
告
C
と
の
間
で
、
被
告
E
の
所
 
 

有
す
る
本
件
土
地
建
物
に
つ
い
て
、
極
度
額
を
金
一
億
円
四
〇
〇
万
円
と
す
る
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
と
の
合
意
を
し
、
同
年
五
月
一
 
 

二
日
、
こ
の
合
意
に
基
づ
き
、
本
件
土
地
建
物
に
つ
い
て
本
件
根
抵
当
権
の
登
記
を
経
由
し
た
。
 
 
 

被
告
C
は
、
昭
和
六
一
年
一
〇
月
三
〇
日
、
被
告
E
に
対
し
、
最
終
弁
済
期
を
平
成
一
三
年
一
〇
月
三
一
目
と
し
て
金
一
億
五
〇
〇
 
 

〇
万
円
を
貸
し
付
け
た
。
 
 
 

原
告
（
A
㈱
）
は
、
昭
和
六
一
年
一
〇
月
三
〇
日
、
被
告
E
の
委
託
を
受
け
、
被
告
E
の
被
告
C
に
対
す
る
債
務
を
担
保
す
る
た
め
、
 
 

被
告
C
と
の
間
で
、
原
告
の
所
有
す
る
土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
抵
当
権
を
設
定
す
る
と
の
合
意
を
し
、
同
日
、
こ
の
合
意
に
基
づ
き
、
 
 

右
の
土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
登
記
を
経
由
し
た
。
 
 
 

原
告
は
、
平
成
一
二
年
一
月
二
〇
日
、
被
告
C
に
対
し
、
被
告
E
の
被
告
C
に
対
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
被
告
E
に
代
わ
っ
て
残
額
 
 

六
八
七
七
万
六
七
七
二
円
を
弁
済
し
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
被
告
C
は
、
昭
和
六
三
年
二
一
月
一
二
日
、
被
告
E
の
同
意
を
得
た
上
、
本
件
土
地
建
物
に
つ
い
て
の
後
順
位
根
抵
当
 
 
 

（
2
）
 
平
野
裕
之
・
債
権
総
論
四
五
〇
－
四
五
二
貝
 
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
シ
リ
ー
ズ
・
平
…
七
）
。
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権
者
で
あ
っ
た
信
用
組
合
①
と
の
間
で
、
本
件
根
抵
当
権
に
つ
い
て
順
位
変
更
の
合
意
を
し
、
同
月
一
五
日
、
こ
の
合
意
に
基
づ
き
、
 
 

順
位
変
更
の
登
記
を
経
由
し
た
。
ま
た
、
被
告
C
は
、
平
成
三
年
五
月
八
日
、
被
告
E
の
同
意
を
得
た
上
、
本
件
土
地
建
物
に
つ
い
て
 
 

の
後
順
位
根
抵
当
権
者
で
あ
っ
た
信
用
組
合
②
と
の
間
で
、
本
件
根
抵
当
権
に
つ
い
て
順
位
変
更
の
合
意
を
し
、
同
日
、
こ
の
合
意
に
 
 

基
づ
き
、
順
位
変
更
の
登
記
を
経
由
し
た
。
 
 
 

な
お
、
信
用
組
合
①
を
根
抵
当
権
者
と
す
る
現
在
順
位
番
号
一
番
の
根
抵
当
権
の
極
度
額
は
一
億
九
〇
〇
〇
万
円
で
あ
り
、
信
用
組
 
 

合
②
を
根
抵
当
権
者
と
す
る
硯
在
順
位
番
号
一
一
番
の
根
抵
当
権
の
極
度
額
は
二
億
四
〇
〇
〇
万
円
で
あ
る
。
本
件
土
地
建
物
の
平
成
一
 
 

三
年
度
固
定
資
産
評
価
額
は
合
計
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
程
度
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
先
順
位
根
抵
当
権
の
極
度
紋
は
合
計
四
億
三
 
 

〇
〇
〇
万
円
で
あ
る
。
 
 
 

原
告
は
、
被
告
C
は
、
本
件
根
抵
当
権
に
つ
い
て
担
保
保
存
義
務
（
民
法
五
〇
四
条
）
を
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
 
 

の
義
務
を
怠
り
、
被
告
E
と
共
同
し
て
、
本
件
各
順
位
変
更
を
し
て
実
質
的
に
こ
れ
を
喪
失
又
は
減
少
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原
告
の
 
 

被
告
E
に
対
す
る
求
償
債
権
の
回
収
を
不
能
に
し
、
も
っ
て
原
告
に
本
件
弁
済
と
同
額
の
損
害
を
与
え
た
と
し
て
、
被
告
C
に
対
し
、
 
 

不
法
行
為
、
債
務
不
履
行
又
は
不
当
利
得
の
請
求
を
行
っ
た
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
C
は
、
担
保
保
存
義
務
は
、
担
保
権
者
が
自
己
の
有
す
る
担
保
権
等
に
つ
い
て
法
定
代
位
す
べ
き
者
に
対
し
 
 

て
負
う
義
務
で
あ
る
と
こ
ろ
、
担
保
権
が
根
抵
当
権
で
あ
る
場
合
に
は
、
根
抵
当
権
に
は
随
伴
性
が
な
く
 
（
民
法
三
九
八
条
の
七
）
、
法
 
 

定
代
位
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
担
保
権
者
は
、
根
抵
当
権
に
つ
い
て
担
保
保
存
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
 
 

あ
る
等
と
反
論
し
た
。
 
 
 

［
1
1
8
］
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
元
本
確
定
前
の
根
抵
当
権
は
、
法
定
代
位
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
根
抵
当
権
者
は
 
 

根
抵
当
権
の
確
定
前
の
時
点
に
お
い
て
担
保
保
存
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
 
 
 

「
民
法
は
、
他
人
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
物
上
担
保
権
を
設
定
し
た
者
（
以
下
「
担
保
権
設
定
者
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
債
務
を
弁
 
 

八
七
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「
＼
－
＼
 
ノ
ノ
 
 
 

潰
し
、
又
は
物
上
担
保
権
の
実
行
に
よ
っ
て
担
保
物
の
所
有
権
を
失
っ
た
と
き
は
、
保
証
債
務
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
債
務
者
に
対
 
 

し
て
求
償
権
を
取
得
す
る
も
の
と
し
（
同
法
三
七
二
条
・
三
五
一
条
）
、
こ
の
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
、
法
の
規
定
に
よ
っ
て
当
然
に
、
 
 

弁
済
等
に
よ
っ
て
消
滅
す
べ
き
は
ず
の
債
権
者
の
債
務
者
に
対
す
る
債
権
 
（
以
下
「
原
債
権
」
と
い
う
。
）
 
及
び
そ
の
担
保
権
を
担
保
権
 
 

設
走
者
に
移
転
さ
せ
、
担
保
権
設
定
者
が
そ
の
求
償
権
の
範
囲
内
で
原
債
権
及
び
そ
の
担
保
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
 
（
法
 
 

定
代
位
、
同
法
五
〇
一
条
）
。
そ
し
て
、
同
法
は
、
将
来
原
債
権
及
び
そ
の
担
保
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
あ
り
得
る
担
保
権
設
走
者
そ
の
 
 

他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
の
期
待
を
保
護
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
が
あ
る
場
合
に
、
債
権
者
が
故
意
又
は
慣
怠
に
よ
っ
て
原
 
 

債
権
の
担
保
権
を
喪
失
又
は
減
少
し
た
と
き
は
、
担
保
権
設
定
著
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
は
、
そ
の
喪
失
又
は
減
少
に
 
 

よ
っ
て
償
還
を
受
け
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
限
度
に
お
い
て
そ
の
責
任
を
免
れ
る
も
の
と
し
、
債
権
者
に
担
保
保
存
義
務
を
負
わ
 
 

せ
て
い
る
 
（
同
法
五
〇
四
条
）
。
他
方
、
同
法
は
、
一
定
の
範
囲
に
属
す
る
不
特
定
の
債
権
を
極
度
額
の
限
度
に
お
い
て
担
保
す
る
根
抵
 
 

当
権
に
お
い
て
は
、
元
本
の
確
定
前
に
、
債
務
者
の
た
め
に
、
又
は
債
務
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
を
し
た
者
が
そ
の
債
権
に
つ
い
て
根
抵
 
 

当
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
そ
の
随
伴
性
を
否
定
し
て
い
る
 
（
同
法
三
九
八
条
ノ
七
）
。
 
 
 

以
上
に
よ
れ
ば
、
元
本
確
定
前
の
根
抵
当
権
は
、
法
定
代
位
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
担
保
権
設
定
者
そ
の
他
債
権
者
に
法
 
 

定
代
位
す
べ
き
者
が
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
の
根
抵
当
権
の
行
使
に
対
す
る
期
待
を
保
 
 

護
す
る
必
要
は
な
く
、
根
抵
当
権
者
は
こ
の
時
点
で
担
保
保
存
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
 

こ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
担
保
権
設
定
著
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
は
、
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
 
 

め
債
務
者
か
ら
担
保
権
の
設
定
を
受
け
、
又
は
弁
済
等
に
際
し
て
根
抵
当
権
者
か
ら
根
抵
当
権
の
全
部
又
は
一
部
譲
渡
 
（
民
法
三
九
八
 
 

条
ノ
一
二
・
同
条
ノ
一
三
）
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
担
保
権
設
定
著
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
を
 
 

害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
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会
で
あ
れ
ば
、
「
代
位
割
合
」
 
の
特
約
を
融
資
の
条
件
と
す
る
た
め
、
本
件
の
よ
う
な
紛
争
の
芽
は
事
前
に
摘
み
取
ら
れ
て
い
る
。
も
し
 
 

紛
争
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
担
保
保
存
義
務
免
除
特
約
を
設
定
し
て
い
る
た
め
、
免
除
特
約
下
で
の
担
保
の
差
替
等
の
有
効
性
が
問
題
 
 

と
な
る
に
と
ど
ま
り
、
担
保
保
存
義
務
違
反
自
体
が
争
点
と
な
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
。
 
 
 

［
1
1
8
］
判
決
は
、
「
担
保
権
設
定
著
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
は
、
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
債
務
者
か
 
 

ら
担
保
権
の
設
定
を
受
け
、
又
は
弁
済
等
に
際
し
て
根
抵
当
権
者
か
ら
根
抵
当
権
の
全
部
又
は
一
部
譲
渡
（
民
法
三
九
八
条
ノ
一
二
・
同
 
 

条
ノ
一
三
）
 
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
担
保
権
設
定
者
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
を
害
す
る
も
の
 
 

で
は
な
い
」
と
す
る
。
し
か
し
、
保
証
人
が
弁
済
し
て
も
、
そ
の
 
「
単
独
」
 
の
意
思
で
担
保
設
定
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
根
 
 

八
九
 
 
 

㈲
 
本
判
決
の
推
論
 
 
 

本
判
決
は
、
「
元
本
確
定
前
の
根
抵
当
権
は
、
法
定
代
位
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
担
保
権
設
定
著
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
 
 

位
す
べ
き
暑
が
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
の
根
抵
当
権
の
行
使
に
対
す
る
期
待
を
保
護
す
 
 

る
必
要
は
な
く
、
根
抵
当
権
者
は
こ
の
時
点
で
担
保
保
存
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 
 

よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
担
保
権
設
定
著
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
は
、
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
債
 
 

務
者
か
ら
担
保
権
の
設
定
を
受
け
、
又
は
弁
済
等
に
際
し
て
根
抵
当
権
着
か
ら
根
抵
当
権
の
全
部
又
は
一
部
譲
渡
（
民
法
三
九
人
条
ノ
一
 
 

二
・
同
条
ノ
三
一
）
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
担
保
権
設
定
者
そ
の
他
債
権
者
に
法
定
代
位
す
べ
き
者
を
害
す
る
 
 

も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。
 
 
 

本
判
決
は
、
民
法
三
九
人
条
ノ
七
第
一
項
を
起
点
と
し
て
、
同
条
の
立
法
趣
旨
 
（
先
述
③
㈲
）
 
に
沿
っ
た
推
論
を
行
っ
て
い
る
。
 
 

㈲
 
原
理
部
分
か
ら
の
再
検
討
 
－
 
本
事
案
を
手
掛
か
り
に
 
 
 

［
Ⅲ
］
判
決
は
、
元
本
確
定
前
の
根
抵
当
権
者
の
担
保
保
存
義
務
の
有
無
が
訴
訟
に
な
っ
た
数
少
な
い
事
案
で
あ
る
。
 
 
 

㈹
 
本
件
の
当
事
者
－
－
－
信
用
保
証
協
会
で
な
い
事
案
 
 
本
件
の
当
事
者
は
信
用
保
証
協
会
で
は
な
い
。
当
事
者
が
信
用
保
証
協
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付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
担
保
保
存
義
務
は
、
そ
の
沿
革
・
比
較
法
的
視
点
か
ら
分
析
す
る
と
、
保
証
人
を
中
心
と
す
る
信
義
則
上
の
制
 
 
 

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
確
定
請
求
で
き
る
の
は
、
根
抵
当
権
設
走
者
と
根
抵
当
権
者
で
あ
る
 
（
民
法
三
九
八
条
ノ
一
九
）
。
保
証
人
に
つ
 
 

い
て
は
そ
の
提
案
が
あ
っ
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
 
（
先
述
③
㈲
回
各
界
意
見
）
。
 
 
 

次
に
、
保
証
人
へ
の
請
求
時
は
、
多
く
の
場
合
、
取
引
の
終
了
段
階
で
あ
る
た
め
、
「
取
引
ノ
終
了
」
が
確
定
事
由
で
あ
っ
た
当
時
は
 
 

代
位
の
期
待
が
問
題
と
な
る
余
地
が
あ
っ
た
 
（
た
だ
し
平
成
一
五
年
法
に
よ
り
確
荒
事
由
か
ら
削
除
さ
れ
る
（
先
述
⑤
㈲
回
こ
。
 
 
 

本
件
の
場
合
、
根
抵
当
権
に
つ
い
て
の
順
位
変
更
が
な
さ
れ
た
の
は
、
原
告
が
被
告
に
代
わ
っ
て
残
額
を
弁
済
す
る
か
な
り
以
前
の
 
 

こ
と
で
あ
る
。
順
位
変
更
さ
れ
た
と
き
は
ま
だ
取
引
が
継
続
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
他
の
確
定
事
由
が
な
け
れ
ば
、
確
定
前
で
あ
り
、
 
 

根
抵
当
権
は
法
定
代
位
の
対
象
と
な
ら
ず
、
根
抵
当
権
者
は
担
保
保
存
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

小
 
本
件
に
お
け
る
保
証
人
救
済
策
の
模
索
 
 
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
担
保
保
存
義
務
は
弁
済
に
よ
る
代
位
の
補
完
制
度
と
位
置
 
 

も
、
根
抵
当
権
に
代
位
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
民
法
三
九
八
条
ノ
七
第
一
項
）
。
根
抵
当
権
に
代
位
す
る
に
は
、
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
 
 

行
使
で
き
る
債
権
は
確
定
の
時
に
存
在
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
定
前
に
保
証
人
が
弁
済
し
て
債
権
者
に
代
位
し
て
 
 

九
〇
 
 
 

抵
当
権
の
一
部
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
も
代
位
問
題
に
精
通
す
る
信
用
保
証
協
会
は
、
保
証
人
と
の
間
で
は
代
位
弁
 
 

済
し
た
「
全
部
」
に
つ
い
て
債
権
者
に
代
位
し
て
根
抵
当
権
を
行
使
で
き
る
旨
の
特
約
を
さ
せ
て
お
り
、
保
証
人
は
根
抵
当
権
の
全
部
 
 

又
は
一
部
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
［
‖
8
］
 
判
決
お
よ
び
根
抵
当
法
は
、
右
の
よ
う
に
し
て
求
償
権
を
確
保
で
き
る
と
の
前
提
 
 

で
推
論
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
求
償
権
の
確
保
は
極
め
て
難
し
い
り
 
 
 

廟
 
本
件
の
弁
済
∵
1
－
債
務
残
額
の
弁
済
事
案
 
 
本
件
で
は
、
物
上
保
証
人
が
債
務
の
残
額
を
代
位
弁
済
し
た
事
案
で
あ
り
、
債
 
 

務
額
が
分
か
っ
て
い
た
事
案
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
通
常
は
、
元
本
確
定
前
に
第
三
者
が
代
わ
っ
て
弁
済
し
て
も
、
債
務
残
額
は
決
ま
ら
な
い
。
根
抵
当
権
は
、
発
生
す
る
債
権
 
 

が
任
意
に
弁
済
さ
れ
る
こ
と
を
予
期
し
、
最
後
の
守
り
と
し
て
存
在
す
る
。
根
抵
当
権
の
随
伴
性
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、
根
抵
当
権
を
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す
る
協
力
義
務
も
負
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
確
定
前
に
債
権
者
が
保
証
人
に
弁
済
を
迫
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
保
証
人
は
根
抵
当
権
に
 
 

代
位
で
き
ず
、
求
償
権
の
確
保
が
で
き
な
い
。
債
権
者
は
保
証
人
の
求
償
権
の
確
保
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

本
件
に
お
い
て
、
根
抵
当
権
に
つ
い
て
の
順
位
変
更
が
な
さ
れ
た
の
は
、
原
告
が
被
告
に
代
わ
っ
て
残
額
を
弁
済
す
る
か
な
り
以
前
 
 

の
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
保
証
人
の
リ
ス
ク
が
十
分
予
測
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
理
的
理
由
も
な
く
順
位
の
変
更
が
行
わ
れ
、
 
 

保
証
人
か
ら
求
償
権
の
確
保
の
た
め
の
協
力
要
請
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
拒
絶
し
た
と
い
う
よ
う
な
「
特
段
の
事
情
」
が
 
 

あ
る
場
合
に
は
、
債
権
者
は
求
償
権
確
保
の
協
力
義
務
に
違
反
し
た
と
解
さ
れ
、
保
証
人
は
免
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
 
（
先
述
⑤
刷
刷
 
 

㈲
）
。
 
 

㈲
 
実
務
的
視
点
か
ら
の
再
検
討
 
－
 
登
録
免
許
税
と
の
関
係
 
 
 

黄
後
に
、
実
務
的
視
点
か
ら
検
討
す
る
。
金
融
実
務
の
専
門
家
に
は
、
担
保
保
存
義
務
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
懸
念
が
残
る
。
具
体
 
 

的
に
は
、
登
録
免
許
税
が
関
係
す
る
。
担
保
物
件
の
 
「
差
替
え
」
等
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
、
登
録
免
許
税
の
観
点
か
ら
、
追
加
設
定
 
 

（
1
㌧
 
 

の
上
で
一
部
抹
消
を
行
っ
て
い
る
の
が
実
務
で
あ
り
、
一
時
的
に
せ
よ
共
同
担
保
関
係
が
発
生
す
る
。
登
録
免
許
税
法
に
よ
る
と
、
抵
 
 

当
権
の
追
加
設
定
（
一
件
に
つ
き
一
五
〇
〇
円
）
 
や
抹
消
（
不
動
産
一
個
に
つ
き
一
C
0
0
円
）
 
は
税
額
が
低
額
で
あ
る
が
、
抵
当
権
を
山
 
 

部
抹
消
し
た
後
に
差
替
え
の
抵
当
権
を
新
規
設
定
す
る
と
、
税
率
が
極
度
額
の
一
〇
〇
〇
分
の
四
と
さ
れ
る
た
め
、
極
度
額
が
高
額
の
 
 

場
合
に
は
税
額
が
か
な
り
高
額
に
な
る
 
（
登
税
一
三
条
一
▲
項
、
登
録
免
許
税
法
別
表
第
二
刷
個
）
。
そ
の
た
め
、
実
務
で
は
税
額
を
考
慮
し
 
 

て
、
抵
当
権
の
追
加
設
定
・
一
部
抹
消
方
式
を
と
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
手
法
に
よ
る
と
、
一
時
的
に
共
同
抵
当
関
係
が
発
生
す
る
。
 
 

そ
こ
で
、
実
務
家
は
次
の
よ
う
な
懸
念
を
表
明
す
る
。
代
位
弁
済
に
移
行
す
る
場
合
、
債
務
者
設
定
の
根
抵
当
権
が
あ
る
こ
と
で
根
保
 
 

証
人
に
な
っ
た
者
が
、
代
位
弁
済
を
迫
ら
れ
た
と
き
、
債
権
者
が
担
保
の
一
部
抹
消
を
す
れ
ば
、
民
法
五
〇
四
条
に
よ
る
免
責
を
主
張
 
 

〔
ワ
ニ
 
 

し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
 
 

九
一
 
 
 

度
で
あ
る
。
担
保
保
存
義
務
は
債
権
者
が
負
う
複
数
の
義
務
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
債
権
者
は
、
信
義
則
上
、
保
証
人
に
対
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九
二
 
 

し
か
し
、
過
度
に
担
保
保
存
義
務
違
反
に
怯
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
問
題
は
、
被
担
保
債
権
が
確
定
し
て
い
た
か
、
確
定
前
の
事
案
 
 

に
お
い
て
は
、
信
義
則
か
ら
見
て
債
権
者
の
協
力
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
根
低
当
権
の
放
棄
等
に
つ
い
て
合
理
的
理
由
が
あ
っ
 
 

た
か
ど
う
か
で
あ
る
 
（
先
述
㈲
㈲
い
）
。
 
 

（
1
）
 
竹
本
哲
夫
（
信
用
保
証
協
会
㌻
金
法
一
六
九
八
号
六
大
頁
 
（
判
研
・
平
一
六
）
。
 
 

（
2
）
 
竹
本
・
前
掲
注
（
1
）
判
研
七
〇
頁
。
 
 
 


